
１　新市建設計画の策定過程

新市建設計画は、合併特例法第３条第１項及び第５条の規定に基づいて策定するもので、西条

市、東予市、丹原町及び小松町が合併して新市を建設していくための基本方針や、その方針を実

現していくための主要施策、公共施設の統合整備の方針及び財政計画を記している。

２市２町では、法定合併協議会を2002（平成14）年10月１日に設置し、新市建設計画について

は、第１回協議会において、新市建設計画策定小委員会を設置して検討することを確認し、その

後14回の小委員会を開催している。2003（平成15）年10月24日の第12回協議会において、小委員

会の検討結果を報告し、12月25日の第14回協議会において、最終案を確認した。その後、2004

（平成16）年１月７日の県からの回答を踏まえ、同月23日の第15回協議会において、新市建設計

画を決定した。

なお、策定に当たっては、次の６点に特に留意した。

①　住民福祉を向上する。

②　新市の建設を総合的かつ効率的に推進する。

③　新市の一体性の速やかな確立を図る。

④　新市の均衡ある発展に資する。

⑤　健全な財政運営の確保に努める。

⑥　地域の特性、バランス等を考慮する。

２　新市建設計画の概要

計画期間は、2005（平成17）年度から2014（平成26）年度までの10年間である。また、将来都

市像については、「人がつどい、まちが輝く、快適環境実感都市」とした。なお、新市の施策に

ついては、次の六つの柱に沿って整理している。

①　健康で幸せな暮らしの実現

②　自然環境豊かな地域の形成

③　安心で快適に暮らせる生活基盤の整備

④　豊かな心を育てる教育・文化の創造

⑤　活力ある産業の育成

⑥　まちづくりをすすめるために

これら新市の将来像及び六つの施策の柱は、前述の新市将来構想をそのまま引き継いだもので

ある。

公共施設の統合整備については、地域特性、公共施設の整備状況、住民の意向、地域全体のバ
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ランス等に配慮して進めるとしている。

財政計画については、歳入にあっては合併算定替制度の適用、合併特例債、合併市町村補助金

等を見込んだものとなっており、歳出にあっては、特別職や議員の減員に伴う経費の減少のほ

か、退職者の補充を２分の１程度に抑制すると想定して人件費を推計している。

３　新市建設計画の延長・変更

合併後、合併特例法の延長等に伴い２度にわたって新市建設計画の延長・変更を行った。

最初の延長は合併から10年が経過した2014（平成26）年12月に行い、計画期間を2019（令和

元）年度までの15年間に延長した。

新市の施策については、「安心で快適に暮らせる生活基盤の整備」の中で、「防災体制の強

化」に関して「地域防災力の強化」（自主防災組織の育成等）を追加した。また、「活力ある産

業の育成」の中で、「新しい産業の育成」を「新しい産業の育成と雇用環境の確保」に変更し、

「雇用環境確保の推進」を加えた。

２度目の延長は、１度目の延長から５年を経た2019（令和元）年12月に行い、計画期間を2024

（令和６）年度までの20年間に延長した。

新市の施策については、「自然環境豊かな地域の形成」のうち「自然環境の保全」に関して、

「小動物の保護・棲息環境保全の推進」を「野生動植物の保護・生息環境保全の推進」に変更し

た。また、「豊かな心を育てる教育・文化の創造」のうち「旧鷹丸体育館の活用」に関しては、

西条市民公園としての再整備が完了したことから削除した。

１　第１期西条市総合計画（前期・後期）

(1) 総合計画の位置付けと策定経過

総合計画は、地域の将来像を描き、持続可能な発展を目指すための基本的な計画で、本市では

最上位計画として位置付けている。また、総合計画には、地域の特性や課題を踏まえた上で、住

民の生活向上や地域経済の活性化を図るための総合的・長期的な施策を盛り込んでおり、合併か

ら約１年５か月を経た2006（平成18）年３月に第１期西条市総合計画を策定した。

当時、総合計画の基本構想は、地方自治法において、議会の議決を経て策定することが義務付

けられていた。そのため、基本構想案を総合計画審議会へ諮問（同年２月14日）し、同審議会の

答申（同月21日）の後、同年第２回３月定例会に議案を提出し、可決された。なお、答申では、

本計画に基づく進捗状況の積極的な報告に努めることなどの意見が付された。

本計画は、基本構想・基本計画・実施計画の３層で構成している。まちづくりの基本方針と施

策の大綱を基本構想で明らかにし、それを実施するための施策の体系を整理して基本計画で示

し、その施策を具体化した３か年の事業内容を実施計画でまとめている。また、計画期間は2006

（平成18）年度から2015（平成27）年度までの10年間とし、基本計画は５年後に見直しを行い、
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実施計画は毎年度３年分の見直しを行うローリング方式とした。

なお、策定に際しては、合併後のまちづくりの方向性を示した新市将来構想及び新市建設計画

との整合性を考慮し、将来都市像をそのまま引き継ぐとともに、内容についてはその後の情勢の

変化、市民の意見等を踏まえたものとした。

(2) 基本構想

将来都市像については、新市建設計画を引き継ぐ形で「人がつどい、まちが輝く、快適環境実

感都市」を掲げた。目標年次の2015（平成27）年度における目標人口は、就業機会の拡大や定住

促進により12万人を目指すこととした。また、施策の大綱についても、ほぼ新市建設計画に沿う

形で、次の体系にまとめている。

(3) 基本計画（前期）

前期基本計画では、それぞれの施策ごとに現況と課題を整理し、より具体的な施策の方向性を

明らかにするとともに、主要事業を列挙している。例えば高齢者福祉の充実については、本市の

高齢化率が国や県の平均よりも高いこと、なかでも後期高齢者の比率が高まっていることを課題

とし、高齢者の生きがいづくり、介護予防の推進及び要介護者のニーズに応じた介護サービスの

充実をポイントとして示している。そして、主要事業として、地域生活支援事業、家族介護支援

事業、居宅介護支援事業等を挙げている。

(4) 基本計画（後期）

前期基本計画の計画期間が2010（平成22）年度で終了することから、2011（平成23）年３月に

後期基本計画を策定した。施策ごとに前期基本計画の５年間における実績と課題を明記している

ことが、後期基本計画の大きな特徴である。施策の柱ごとに前期基本計画（平成18～22年度）に

おける主な実績を列挙すると、次のとおりである。
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施策の体系については、「豊かな心をはぐくむ教育・文化を実感できるまちづくり」に含めて

いた「人材教育・活用の充実」を、「基本構想の実現に向けて」に含めるよう変更し「交流と連

携による地域づくり」とする等、若干の再構成を行った。

２　第２期西条市総合計画

(1) 策定経過

2011（平成23）年５月の地方自治法改正によって、基本構想を議会の議決により策定するとい

う義務付け規定が外された。ただし、これは総合計画の重要性を否定する意味ではなく、地方分

権改革の一環として個々の自治体の主体性を尊重する趣旨である。

本市では、引き続き中長期的な視点で計画的にまちづくりを進めていくため、第１期西条市総

合計画の計画期間終了に伴って第２期西条市総合計画を策定した。

基本構想案は西条市総合計画審議会に諮問及び答申の後、議会の総合計画等検討特別委員会に

よる審議を経て、一部修正の上、2014（平成26）年12月の本会議で採決された。

第２期西条市総合計画も、第１期西条市総合計画と同じく基本構想・基本計画・実施計画で構

成しており、基本計画は５年後に見直し、実施計画は毎年度３年分を見直すローリング方式とし

た。計画期間は、2015（平成27）年度から2024（令和６）年度までの10年間である。
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(2) 基本構想

将来都市像は、第１期西条市総合計画をそのまま受け継ぎ、「人がつどい、まちが輝く、快適

環境実感都市」とした。これに加えて、まちづくりのスローガンとして「創ろう　最上のまち　

西条を！」という市民に呼びかけるフレーズを掲げた。

目標年次の2024（令和６）年度における人口予測は、11万2,000人を目指すこととし、施策の

体系については、次のように見直した。

(3) 基本計画（前期）

第２期西条市総合計画の最大の特徴は、基本計画において施策ごとに成果指標と５年後の目標

値を明記し、計画の達成度合いを誰の目にも分かりやすいようにしたことである。また、第１期

での主な実績も明記した。例えば、次のような実績と目標値を挙げた。
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(4) 基本計画（後期）＝第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略

第２期西条市総合計画は、2019（令和元）年度末で基本計画の見直し時期となったが、西条市

まち・ひと・しごと創生総合戦略の見直し時期と重なった。そこで、第２期西条市総合計画の後

期基本計画と第２期西条市まち・ひと・しごと創生総合戦略を、一体のものとして策定すること

とした。

策定に際しては、まず2018（平成30）年度に、西条市自治政策研究所において人口推計と未来

予想に関する調査研究を実施した。過去の国勢調査のデータ等を基に、小学校区ごとの将来推計

人口を算出するとともに、福祉や教育の分野への影響を分析したものである。分析結果は、後期

基本計画の内容にも反映している（自治政策研究所については、２編10章３節を参照）。

2019（令和元）年度には、無作為抽出の市民5,000人に対するまちづくり市民アンケート調査

を実施し、第２期総合計画の見直しについては総合計画審議会に諮問（同年７月）し、答申（令

和２年２月）を受けた。また、答申に先立って計画案への意見を募集するパブリックコメントを

実施した。

こうして策定した後期基本計画では、施策ごとに市民の満足度・関心度領域マップを掲載し

た。これは市民アンケートの結果を基に、満足度（横軸）と関心度（縦軸）をクロスさせたもの

である。

また、後期基本計画においても、施策ごとに成果指標と目標値を明記した。なお、まち・ひ

と・しごと創生総合戦略を兼ねているため、成果指標はＫＰＩ＝重要業績評価指標と表記した。
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①
健やかに生き生きと暮らせ

る福祉のまちづくり

子ども・子育て支援の充実／健康づくり・医療体制の充実／福祉の

充実

②
豊かな自然と共生するまち

づくり

自然環境の保全／水資源の保全／循環型社会・衛生美化の推進／上

水道の整備／下水道の整備

③
快適な都市基盤のまちづく

り
交通体系の整備／都市基盤の整備／住宅・宅地の整備

④
災害に強く安全で安心して

暮らせるまちづくり
防災・減災対策の強化／生活安全の確保

⑥
活力あふれる産業振興のま

ちづくり

農業の振興／林業の振興／水産業の振興／企業活動の活性化／事業

創出に向けた環境づくり／観光産業の創出／産業人材・雇用環境

構想の実現に向けて
協働によるまちづくりの推進／人口減少対策とシティプロモーショ

ンの推進／行財政運営の推進

⑤
ふるさとを愛する豊かな心

を育む教育・文化のまちづ

くり

学校教育の充実／社会教育の充実／地域文化の振興と継承／歴史文

化の保全と活用／人権・同和教育の推進

３　第３期西条市総合計画

(1) 策定経過

第２期西条市総合計画の計画期間終了に伴い、これまで推進してきた施策や事業を評価・検証

し、時代や社会の流れに沿った形で計画内容を精査し充実させ、市民や各種団体との協働・連携

により、西条市の明るい未来を築くことができるよう、2025（令和７）年３月に第３期西条市総

合計画を策定した。

策定に当たって、市民や市内団体のご意見を反映させるために、西条市まちづくりに関する市

民アンケート調査、西条市まちづくり検討会（市民ワークショップ）の開催、高校生まちづくり

アンケート調査などを実施した。

第３期西条市総合計画も、基本構想・基本計画・実施計画で構成しており、基本計画は５年後

の2029（令和11）年度に見直し、実施計画は毎年度３年分を見直すローリング方式とした。計画

期間は、2025（令和７）年度から2034（令和16）年度までの10年間である。

(2) 基本構想

将来都市像は、第１期、第２期から引き続き「人がつどい、まちが輝く、快適環境実感都市」

とし、西条市が目指すまちの姿を表したキャッチフレーズ・ブランドメッセージとして「ＬＯＶ

Ｅ　ＳＡＩＪＯ　まちへの愛が未来をつくる」を掲げた。目標年次の2034（令和16）年における

目標人口は93,000人を設定しており、将来都市像の実現に向けた重点目標として、次の四つの重

点目標を掲げた。

①　充実した教育が実感でき、子どもを安心して育てられるまち

②　心身ともに健康で、誰もが自分らしく暮らせるまち

③　地域と連携して防災対策に取り組むまち

④　多様な産業をはぐくみ、「しごと」を生み出す豊かなまち

また、分野ごとの施策体系については次のとおりとした。
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(3) 基本計画（前期）＝西条市デジタル田園都市国家構想総合戦略

第２期西条市総合計画の後期基本計画と同様に、総合計画と総合戦略の目指す方向性が同一の

ものであることから、両計画を「第３期西条市総合計画（西条市デジタル田園都市国家構想総合

戦略）」として一体的に策定した。

第３期総合計画においては、「2030年までに達成すべき世界共通の目標」であるＳＤＧｓ（持

続可能な開発目標）の視点を取り入れ、すべての施策とＳＤＧｓのゴールとの関連性を整理し

た。また、計画の進捗を客観的に評価するため、第２期後期基本計画の手法を踏襲し、各分野の

最終的な目標として「まちづくり指標」を設定し、個別の施策の達成度を測る指標として「成果

指標（ＫＰＩ）」と具体的な目標値を明記した。
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１　策定の経緯

2014（平成26）年９月、安倍晋三首相は、東京一極集中を是正し地方の活気を取り戻すための

キーワードとして地方創生を打ち出した。また、地方創生担当大臣を任命し、まち・ひと・しご

と創生本部を立ち上げると、同年11月に、まち・ひと・しごと創生法を成立させた。国は同法に

基づいて、同年12月には、まち・ひと・しごと創生総合戦略を閣議決定した。「ひと」（有用な

人材の確保・育成、結婚・出産・育児への切れ目ない支援）と「しごと」（雇用の質・量の確

保・向上）の好循環を生み出すことで、「まち」の課題を解決し、地方を活性化するという理念

が、「まち・ひと・しごと創生」の言葉に込められている。

同法では市町村にも、地方版の総合戦略を策定することを求めており、本市もこれを踏まえて

2015（平成27）年10月に第１期西条市まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定した。

２　第１期西条市まち・ひと・しごと創生総合戦略

第１期西条市まち・ひと・しごと創生総合戦略は、西条市人口ビジョン・西条市総合戦略で構

成している。

(1) 人口ビジョン

人口ビジョンは、総人口、年齢３区分別人口の推移、自然動態・社会動態等により人口の現状

を分析するとともに、人口の将来展望を明らかにしたものである。本市の人口は1985（昭和60）

年に約11万6,000人とピークを迎え、以降は減少し続けているだけでなく、2010（平成22）年以

降は減少幅が大きくなっている。

将来人口の推計については、国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば今後も減少の一途

をたどり、2060（令和42）年には７万742人と、2010（平成22）年の11万2,091人から37％減少す

る見通しである。本市の人口減の最大要因は、10代後半から20代前半の世代の大幅な転出超過で

ある。そのため、雇用環境の充実や魅力的で住みやすいまちづくりを進めることで人口減少の抑

制を図ることを目指し、将来展望として、2060（令和42）年の人口を９万6,430人と算出した。

(2) 総合戦略

総合戦略は、2015（平成27）年度から2019（令和元）年度までの５年計画である。総合計画と

の関係については、総合計画に盛り込まれた施策のうち、総合戦略は特に人口減少克服や地方創

生につながる事業を抽出し、これをベースに見直しや加筆を行ったものと位置付けている。

総合戦略における施策の体系は、次のとおりである。
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これらの中でも、とりわけ総合６次産業都市の実現をリーディング・プロジェクトとして重視

している。

総合戦略においても、それぞれの施策ごとにＫＰＩとして目標値を明らかにした。例えば総合

６次産業都市の取組については、2019（令和元）年度に農産物加工工場の年間販売額11億円、地

域資源貯蔵・流通施設取扱量１万t等を掲げた。

３　第２期西条市まち・ひと・しごと創生総合戦略

第２期西条市まち・ひと・しごと創生総合戦略は、2020（令和２）年３月、第１期西条市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略の計画期間終了に伴い第２期西条市総合計画後期基本計画と一体

のものとして策定した。

将来人口の推計については、国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば今後も減少の一途

をたどり、2045（令和27）年には７万8,307人と、2015（平成27）年の10万8,174人から約３万人

減少する見通しである。本市の人口減の最大要因は、10代後半から20代前半の世代の大幅な転出

超過である。そのため、市外からの移住促進やシビックプライドの醸成を通じて人口減少の抑制

を図ることを目指し、将来展望として、2045（令和27）年の人口を８万5,279人と算出した。

４　西条市デジタル田園都市国家構想総合戦略

国は、デジタル技術の活用によって地方の魅力を高め持続可能な社会を目指す「デジタル田園

都市国家構想総合戦略」を2022（令和４）年12月に策定した。これを受け、地方においては、国

の戦略に沿った新たな地方版の総合戦略を策定することが求められた。

本市においては、2025（令和７）年３月、第２期西条市まち・ひと・しごと創生総合戦略の計

画期間終了に伴い、第３期西条市総合計画と西条市デジタル田園都市国家構想総合戦略を一体的

に策定し、相互の連携を図りつつ、より効果的かつ効率的なまちづくりを推進することとした。

将来人口の推計については、国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、将来にわたって

減少傾向が続き、2050（令和32）年には７万6,692人まで減少するとされている。しかし、2020

（令和２）年の国勢調査の結果が、2018（平成30）年に同研究所が公表した推計値の10万4,056

人を735人上回る10万4,791人となっており、本市の取組により人口減少のスピードが緩やかにな

る兆しが見られた。この流れを更に確かなものとするため、移住促進や子育て支援などの施策を

一層強化し、将来展望として、2050（令和32）年の人口を８万29人と算出した。
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１　地域再生計画

(1) 制度の概要

地域再生計画は、2005（平成17）年に制定された地域再生法に基づいて、地方公共団体が地域

活力再生のために作成する計画であり、内閣総理大臣が認定すると、支援措置を受けることがで

きる。

2014（平成26）年以降は、地方創生の流れに呼応し、支援措置が強化された。認定計画に対す

る支援メニューには、新しい地方経済・生活環境創生交付金（第２世代交付金）（旧：デジタル

田園都市国家構想交付金等）、企業版ふるさと納税、地域再生支援利子補給金、商店街活性化促

進事業、生涯活躍のまち形成事業、地域住宅団地再生事業など様々なものがある。

(2) 西条市の地域再生計画

本市がこれまでに認定を受けた地域再生計画は次のとおりである。

図表２-１-１　西条市の地域再生計画一覧

第４節　その他
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１　行政機構の変遷

合併協定書において、新市の事務所は「新庁舎建設までの間、現在の西条市役所とする」と定

めており、事務方式については「当分の間、総合支所方式とする」とした。

総合支所方式とは、管理部門や議会を除き、合併前の各市役所・町役場の行政機能をそのまま

維持する方式である。この方式により、市民は以前と変わらず身近な場所で総合的な行政サービ

スを受けることができるため、合併による混乱を避けることができた。一方で、合併の目的の一

つでもある行政の効率化を、市民サービスの質を維持しながらどう進めていくかが今後の課題と

なった。

合併後、これまでの間、新しい行政ニーズや国の制度変更などに合わせて毎年のように組織機

構の見直しを行っている。その変遷は図表２-２-１のとおりである。

図表２-２-１ 組織機構の変遷

第２章　組織機構

第１節　組織機構改革の推移
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２　機構図

合併協定書に基づき、2004（平成16）年11月の新市スタート時の組織機構は、本庁だけでな

く、３か所の総合支所にも次のように課を置くものとなった（図表２-２-２）。

・東予総合支所…総務課、税務課、福祉課、保健介護課、市民生活課、産業振興課、建設課、

　　都市整備課、下水道課、水道課

・丹原総合支所・小松総合支所…総務課、税務課、保健福祉課、市民生活課、産業振興課、建

　　設課、水道課

市長部局は、総務部、財務部、保健福祉部、生活環境部、企画経済部、農林水産部、建設部、

上下水道部の８部制であった。

第２編　行財政 第２章　組織機構

— ６２ —



また、2024（令和６）年度における組織機構図は、図表２-２-３である。市長部局は、経営戦

略部、総務部、財務部、福祉部、こども健康部、市民生活部、環境部、産業経済部、農林水産

部、建設部の10部制となっている。

図表２-２-２　合併当初（平成16年11月１日時点）の組織機構図
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図表２-２-３　令和６年４月１日現在の組織機構図

３　行政委員会等

地方自治法により設置が義務付けられる行政委員会については、政治的中立性を保つ必要のあ

る事務を処理するために設けており、首長から独立した執行権限を有する委員会又は委員を置く

制度である。

本市では合併時から、農業委員会、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価審

査委員会を設置している（各委員会の詳細は第12編を参照）。
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１　見直しの経緯

合併時には地域による市民サービスの格差が生じないよう、「当分の間」という条件付きで総

合支所方式を採用した。しかし、新市建設計画では、「行政事務の効率化を進めるため、中枢行

政機能を備えた新庁舎の建設を進める」とあり、将来的な本庁方式への移行という方向性を示し

ていた。そのため、いつどのようにして総合支所方式から本庁方式に移行するかは、合併当初か

らの課題であった。

新庁舎の建設問題については、本編第12章第３節で詳しく触れるが、新館が2014（平成26）年

３月31日に開庁式を迎えた。これにより本庁方式に移行するための物理的な環境は整ったが、３

か所の総合支所が各地域における住民サービスの拠点として親しまれていること、災害時等の際

に地域コミュニティと行政をつなぐ拠点が必要であること等から、移行の時期については市民の

声を十分に聞きながら慎重に検討を進めることとした。

見直しの検討材料の一つには、近隣自治体の動向があった。2018（平成30）年度の時点で、同

じく合併時に総合支所方式を採用した県内の市のうち、今治市は総合支所を維持していたが、西

予市、伊予市、四国中央市は本庁方式に移行済みであった。

加えて、マイナンバーカードの普及も検討材料の一つとなった。マイナンバーカードがあれ

ば、コンビニエンスストアのマルチコピー機を利用して、住民票や印鑑登録証明書などを取得で

き、総合支所まで出かけていかなければならない必然性は、相対的に低下していた。

また、本庁方式に移行して従来の総合支所の機能が低下した場合、地域コミュニティの活力ま

で低下するような事態を防ぐには、地域による共助の仕組みを確立する必要があった。そのため

本市では、2019（平成31）年３月に策定した「西条市地域コミュニティ基本指針～持続可能な暮

らしの実現を目指して～」に基づいて、市内各地域での地域自治組織設立を推進している（３編

２章４節を参照）。

２　総合支所の再編

2020（令和２）年２月、庁内に関係部署職員で構成する総合支所の在り方検討会を設置し、本

庁方式に移行しても住民サービスが大幅に低下することのないような仕組みの検討を進めた。検

討に当たっては、各支所において住民異動等の手続業務、証明書等の発行業務、各種申請・届出

等の受付業務、市民相談業務など、市民生活に直結する窓口部門の業務は引き続き維持すること

を基本とした。

その結果、2022（令和４）年８月１日に総合支所の見直し・再編を実施することとなった。名

称については、東予総合支所にあっては西部支所に、丹原総合支所と小松総合支所にあってはそ

れぞれ丹原サービスセンターと小松サービスセンターに変更となった。

同日以降の、西部支所及び両サービスセンターの取扱業務は、図表２-２-４のとおりである。

同時に、大保木、三芳、桜樹、石根の各出張所もそれぞれ市民サービスコーナーに名称を変更

し、受付日及び受付時間を変更した。

第２編　行財政 第２章　組織機構

第２節　総合支所の見直し・再編

— ６５ —



図表２-２-４　総合支所見直し後の業務の取扱い
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１　職員数の推移

合併協定書では、一般職の職員の身分の取扱いについて、「西条市、東予市、丹原町及び小松

町の一般職の職員は、すべて新市の職員として引き継ぐものとする。」、「職員数については、

合併後新市において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努めるものとする。」と定め

た。

本市の職員数は、合併時点で1,409人であった。2005（平成17）年６月に西条市定員適正化計

画を策定し、５年間で100人削減（削減率7.1％）することを目標として掲げた。2007（平成19）

年４月時点で148人削減の1,261人となり、２年間で目標を大きく上回った。

また、総合支所でも職員の削減が進み、同年４月時点で、合併時と比較して東予総合支所で46

人、丹原総合支所で21人、小松総合支所で13人の削減となった。

更に2008（平成20）年４月時点で、合併時と比較して195人の削減となった。翌年４月時点で

は更に削減が進み、231人の削減となった。

図表２-３-１は、職員数の変遷を示したものである。職員の総数は2013（平成25）年度に

1,000人以下となり、それ以降はほぼ横ばい傾向が続いている。2010（平成22）年度に公営企業

等会計の職員数が激減したのは、市立周桑病院の職員が167人から３人になったためである。こ

れは、同年度から市立周桑病院に指定管理者制度を導入したことに伴い、地方公務員法第28条第

４項の規定を適用し、病院事業企業職員全員に対していったんその職を解くこととしたことによ

るものである。

第３章　職員

第１節　職員数と職員給与
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図表２-３-１　職員数の変遷

２　職員給与の推移

合併協定書では職員給与について、「職員の処遇及び給与の適正化の観点から、現給を保証し

たうえで、合併時に西条市の例をもとに調整し、統一を図る」こととした。

図表２-３-２は、職員の平均給与月額などの変遷を示している。一般行政職については、少し

ずつ平均年齢が下がってきていることもあるが、平均給与月額は低下傾向にある。一方、技能労

務職については、逆に平均年齢が上がっていることもあり、平均給与月額は上昇する傾向にある。
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副市長

（H18まで助役）

図表２-３-２　職員の平均給与月額等の変遷

３　特別職（市長及び副市長）報酬の推移

特別職の報酬（給料月額）は、西条市特別職報酬等審議会の審議を経て、西条市特別職の給与

に関する条例で定めている。同審議会は10人以内の委員で組織し、議員報酬及び特別職の給料の

額について審議を行う。

2006（平成18）年１月及び２月に同審議会を開催し、特別職の給料について答申を行い、同年

４月１日から改定を行った。図表２-３-３は、特別職給料月額の推移を示している。

図表２-３-３　特別職給料月額の推移
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１　人材育成

(1) 人材育成基本方針

2004（平成16）年11月に職員の人材育成基本戦略として位置付けられる「西条市人材育成基本

方針」を策定し、各種研修の実施等計画的かつ効果的な人材育成に取り組んできた。2015（平成

27）年３月には、策定後約10年が経過し、社会情勢や市を取り巻く環境も大きく変化したことか

ら、改定を行った。

改定版では、目指すべき職員像として「最上の市民サ【ＳＡ】ービスを目指し　郷土愛【Ｉ】

と　情【ＪＯ】熱をもって　チャレンジする職員」を掲げるとともに、目指す職員になるための

行動指針を挙げた。

そして、知識・技術、対人能力、意欲・態度、意識という各視点から求められる能力を示すと

ともに、職階ごとに期待される役割を明記している。

また、目指すべき職員像や行動指針を記載した名刺大の西条市職員クレドカード（クレドはラ

テン語で信条の意味）を配布し、常に身につけることにより職員に対する意識付けを行った。

(2) 人事評価

地方公共団体における人事評価の導入を義務付けた改正地方公務員法が2016（平成28）年4月1

日に施行されたことから、本市においても職員の勤務成績、勤務態度等を公正に評定することに

より、個々の能力、適性等に応じた適職への配置及び昇任昇格を行うとともに、人材育成、能力

開発等を図るべく、2016（平成28）年度から人事評価制度を導入している。

2015（平成27）年度に人事評価の制度設計を行い、全職員に対して評価手法等に関する研修を

実施した。

人事評価は、能力評価と業績評価という二つの方法によって行っている。このうち業績評価に

ついては、目標管理の手法を導入している。目標管理は、年度初めに自ら業務上の目標を明らか

にし、上司とその目標を共有しながら、年度末にその達成状況を検証する仕組みである。その過

程で、上司との面談を年３回（目標設定面談、中間面談、評価面談）実施することで、上司や職

場による適切なフォローを可能にし、個人と組織の目指す方向を一致させることができる。

(3) 職員の能力向上

合併後、本市では職員の能力向上を目的とした研修制度を整備し、定期的な研修や外部講師を

招いたセミナーなどを通じて、政策形成能力やコミュニケーション能力、問題解決能力など各種

スキルの向上を図っている。

2005（平成17）年度における職員研修としては、次のようなものを実施した。

①　自主研修…自己啓発研修、通信教育、自主研究グループ支援

②　職場研修…部署別接遇研修

③　基本研修…交通安全研修
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④　専門研修…指定管理者制度研修、接遇研修、出納事務研修、文書事務研修、人権・同和

　　　教育研修など

⑤　派遣研修…自治大学校、市町村アカデミー、国際文化研修所、愛媛県研修所、各省庁、

　　　愛媛県消防学校など

⑥　選択研修…産業情報支援センター、メンタルヘルス

2024（令和６）年度の職員研修は次のような内容である。自己啓発意欲の高揚を図ること等を

目的とする自主研修や、各階層・年齢層に求められている能力の向上を図ること等を目的とする

階層別研修等を実施している。また、特別研修については、その時々の行政課題に応じた研修を

企画している。

①　自主研修…自己啓発研修

②　職場研修…新規採用職員に対するＯＪＴ研修

③　基本研修…新規採用職員研修、新規採用職員フォローアップ研修、接遇研修、ＯＪＴ研

　　　修、新任係長級職員研修、新任課長級職員研修、入庁３年目職員研修、男女共同参画研修、

　　　人事評価研修など

④　特別研修…著作権研修、やさしい日本語研修など

⑤　派遣研修…自治大学校、市町村アカデミー、国際文化研修所、愛媛県研修所、各省庁、

　　　愛媛県消防学校など

⑥　選択研修…特別講演会（派遣経験職員）など

接遇については、若手職員を中心として接遇向上ワーキンググループを設け、その活動の一環

として2005（平成17）年度に「スマイルアップハンドブック」を作成した。接遇の心構え、身だ

しなみや言葉遣い、窓口対応、電話対応、クレーム対応等をまとめたもので、接遇研修のマニュ

アルとしても活用している。その他にも「身だしなみマニュアル」や市民のたらい回しの防止を

目的とした「業務案内ハンドブック」の作成、更新等の活動を継続して実施している。

(4) 人事交流

国・県等における政策形成や実行の現場を実体験することにより、職員の意識改革と視野の拡

大、さらに、より専門的な知識を習得するとともに、人と人、組織と組織のネットワークの構築

を目的に国・県等との人事交流を行っている。合併前の旧西条市で1994（平成6）年度に四国経

済産業局との人事交流を開始し、合併以降、多様な機関と積極的に行っている。
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図表２-３-４　職員派遣実績一覧
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図表２-３-５　職員受入実績一覧

２　再任用

再任用制度は、2013（平成25）年度に60歳定年退職となる職員から退職共済年金の報酬比例部

分の支給開始年齢が段階的に65歳へと引き上げられることに伴い、定年後の無収入期間が発生し

ないよう、雇用と年金の接続を図る制度で、2014（平成26）年度から始まった。本市において

は、定年退職となる職員が引き続き雇用を希望する場合、当該職員の適性や健康状態等を考慮

し、年金の支給年齢に達する年度末まで週32時間（平成29年１月以降、週31時間）の短時間勤務

職員として再任用した。

2016（平成28）年度以降は、最長で２年の複数年となり、以後２年ごとに１年ずつ引き上げ、

最終的には、５年間で65歳まで更新可能となった。

2022（令和４）年の第７回12月定例会で、「西条市職員の定年等に関する条例等を改正する等

の条例」が成立した。地方公務員法の改正等に伴うもので、これによって、2023（令和５）年度

から定年前再任用短時間勤務制度を導入した。常勤職員が60歳に達した日以後における最初の４

月１日以降、定年退職日に当たる日までの間、短時間勤務の非常勤職員として再任用することが

できる制度である。この制度の導入と同時に、従来の再任用制度は廃止したが、定年の段階的な

引上げ期間においては、年金受給開始年齢までの継続的な勤務を可能とするため、従来と同様の

暫定的な再任用制度を設けた。

３　定年延長

2023（令和５）年４月に改正国家公務員法が施行され、同年度から2031（令和13）年度にかけ

て公務員の定年が段階的に引き上げられることになった。従来の60歳という定年を、２年ごとに

１歳ずつ引き上げ、最終年度に定年が65歳となる。

国の動きに合わせて本市においても、前述の条例成立により職員の定年を60歳から65歳に延長

することが決定した。
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従来から再任用制度があり、原則として希望すれば年金受給開始まで働くことができていた

が、定年延長は短時間勤務職員としてではなく正規職員としての任期が65歳まで延びる。ただ

し、給与は60歳に達した日以後における最初の４月１日以後に７割水準となる。

４　会計年度任用職員

臨時的任用職員や嘱託職員については、合併後も合併前の任用方法や雇用形態を引き継ぎなが

ら、会計年度任用職員制度が開始されるまで運用を行ってきた。

会計年度任用職員制度は、臨時的任用職員や嘱託職員について、地方公共団体によって任用、

勤務条件に関する取扱いがまちまちであったため、統一的な任用、服務規律等を整備するととも

に、任用の厳格化を図ることを目的に、2017（平成29）年５月の地方公務員法及び地方自治法の

改正により新たに設けた。

本市では、原則として全ての嘱託職員、臨時的任用職員が改正法の施行される2020（令和２）

年度から会計年度任用職員に移行することとなった。

導入を翌年度に控えた2019（令和元）年11月の時点において、本市では嘱託職員343人、臨時

的任用職員133人、パートタイム職員598人、計1,074人の非正規雇用職員を任用していた。

本制度の導入によりフルタイム任用・パートタイム任用を問わず全職員に通勤手当や時間外勤

務手当を支給するとともに、フルタイム任用職員に対しては、退職手当を支給することとなっ

た。付与される休暇制度についても拡充した。また、2024（令和６）年度からは勤勉手当も支給

している。
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１　予算の推移

図表２-４-１は、一般会計、特別会計及び企業会計の当初予算額の推移を示したものである。

本市の最初の予算である2004（平成16）年度予算については、合併が11月１日であったことか

ら、新市発足時に当面必要な経常経費を賄う暫定予算を専決処分し、その後、この暫定予算を包

括し年度末までの５か月間に必要な経費を積算した当初予算を編成しており、本格的な予算は

2005（平成17）年度の当初予算からである。

合併当時、本市の予算は、一般会計のほか、国民健康保険、老人保健、介護保険、簡易水道事

業、公共下水道事業など15特別会計、水道事業及び病院事業という２企業会計であった。その

後、老人保健特別会計が後期高齢者医療保険特別会計となり、公共下水道事業会計が特別会計か

ら企業会計に移行するなどの変遷を経て、2024（令和６）年度には、一般会計のほか９特別会

計、３企業会計となっている。

一般会計当初予算については、2005（平成17）年度から300億円台で推移していたが、2008

（平成20）年度に400億円を超え、前年度比で50億円以上の増となった。これは、新図書館整備

事業や東予運動公園屋内体育施設建設事業などの大型施設の整備等に要する投資的経費の大幅な

増加によるものである。

2013（平成25）年度には、前年度比で30億円以上の増となった。これは、介護給付費・訓練等

給付費等の増による扶助費の増加に加えて、本庁舎新館整備事業やまちづくり基盤整備事業な

ど、大型施設の整備等に要する投資的経費の増加によるもので、これ以降、当初予算は400億円

台で推移している。

2019（令和元）年度についても、前年度比で30億円以上の増となっている。これは、ひうちク

リーンセンター整備事業や新泉町団地整備事業など、大型施設の整備等に要する投資的経費の増

加によるものである。

2022（令和４）年度には、前年度比で60億円以上の大幅増となった。これは、扶助費、公債費

など義務的経費の増加に加え、道前クリーンセンター整備事業や小学校施設長寿命化事業など、

大型施設の整備等に要する投資的経費の大幅な増加、さらに、新型コロナウイルス感染症の対策

関連経費が増加したことなどによるものである。

2024（令和６）年度も前年度比60億円以上の大幅増額となり、500億円台に達した。これは、

人件費、扶助費など義務的経費の増加に加え、東部給食センター整備事業や、やすらぎ苑整備事

業など、大型施設の整備等に要する投資的経費が大幅に増加したことなどによるものである。

特別会計当初予算については、2005（平成17）年度から400億円前後で推移していたが、2008

（平成20）年度に大幅に減少している。これは、後期高齢者医療保険制度への移行に伴い、老人

保健特別会計が大幅な減額となったことなどによるもので、これ以降は300億円前後で推移し

ている。
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2016（平成28）年度には、前年度比で約30億円の増となった。これは、西ひうち埋立整備事業

により、ひうち地域振興整備事業特別会計が増加したことなどによるものである。

2018（平成30）年度の減少は、国民健康保険事業運営の都道府県単位化に伴い、国民健康保険

特別会計が減額となったことや、西ひうち埋立整備事業の終了に伴い、ひうち地域振興整備事業

特別会計が減額となったことなどによるものである。2020（令和２）年度も減少しており、これ

は公共下水道事業特別会計が同年度から企業会計へ移行したため、特別会計としては皆減したこ

となどによる。

図表２-４-１　一般会計・特別会計・企業会計における当初予算の推移

２　決算の推移

図表２-４-２は、一般会計、各特別会計、各企業会計の決算額の推移を示している。
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特別

会計

企業

会計

国民健康保険

一般会計

介護保険

簡易水道事業

公共下水道事業

小規模下水道事業

港湾上屋事業

土地開発事業

小松地域交流事業

本谷温泉事業

畑地かん水事業

庄内財産区

壬生川財産区

後期高齢者医療保険

水道事業

病院事業

住宅新築資金等貸付

事業

ひうち地域振興整備

事業

老人保健
*1

図表２-４-２　一般会計、特別会計、企業会計決算の推移
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特別

会計

企業

会計

国民健康保険

介護保険

簡易水道事業

公共下水道事業

小規模下水道事業
*2

港湾上屋事業

土地開発事業

小松地域交流事業

本谷温泉事業

畑地かん水事業

庄内財産区

壬生川財産区

後期高齢者医療保険

水道事業

病院事業

住宅新築資金等貸付

事業

ひうち地域振興整備

事業

一般会計
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特別

会計

企業

会計

国民健康保険

介護保険

簡易水道事業

公共下水道事業

ひうち地域振興整備

事業*3

港湾上屋事業

土地開発事業

小松地域交流事業

本谷温泉事業

畑地かん水事業

庄内財産区

壬生川財産区

後期高齢者医療保険

水道事業

病院事業

公共下水道事業

住宅新築資金等貸付

事業

一般会計

R6年度から

一般会計へ

統合

(1) 普通会計

普通会計とは、一般会計を中心として、公営企業会計、準公営企業会計及び収益事業会計等の

第２編　行財政 第４章　財政

— ８０ —



公営企業会計に属さない特別会計を加え、会計間の重複額等を控除した純計額で、地方財政統計

上統一的に用いられている区分であり、財政状況の把握や地方公共団体間の比較に用いられる。

本市の場合、合併当初は一般会計に小規模下水道事業特別会計の一部、ひうち地域振興整備事

業特別会計、土地開発事業特別会計、住宅新築資金等貸付事業特別会計、畑地かん水事業特別会

計を加えたものが普通会計に該当していたが、一部の特別会計の廃止により、2024（令和６）年

度には、一般会計にひうち地域振興整備事業特別会計（令和６年度末で廃止）と畑地かん水事業

特別会計を加えたものとなっている。普通会計決算の推移は図表２-４-３のとおりである。

図表２-４-３　普通会計決算の推移

形式収支から翌年度に繰越すべき財源を控除した実質収支については、おおむね20～30億円程

度の黒字が続いているが、その年度の純粋な収支を表す実質単年度収支については、赤字の年度

もあり、特に、2017（平成29）年度以降は３年連続で赤字が続いた。その後、2020（令和２）年

度以降は黒字が３年続き、2023（令和５）年度は赤字、2024（令和６）年度は黒字という状況で

ある。
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歳入の決算規模は、合併後、400億円台で推移していたが、2015（平成27）年度に初めて500億

円を超え、2020（令和２）年度には600億円に達している。同年度は、新型コロナウイルス対策

として実施された特別定額給付金支給事業等の特殊要因があり、歳入のうち国庫支出金が大幅に

増加しており、その後は500億円台で推移している。

2005（平成17）年度、2014（平成26）年度、2023（令和５）年度という約10年ごとの推移で歳

入・歳出の内訳を見てみると、まず歳入については、市税が149億４千万円→155億９千万円→

163億３千万円と微増傾向にある。最も市税収入が多かったのは2007（平成19）年度の172億３千

万円で、その後は、リーマンショック等の影響で一時落ち込みを見せたが、その後、160億円前

後で推移している。

地方交付税は85億３千万円→88億１千万円→107億４千万円で、合併算定替の特例期間が終了

したものの、増加している。これは、公債費の増加や臨時経済対策費などの新たな算定項目の追

加等による基準財政需要額の増加等によるものである。

国庫支出金は48億９千万円→69億５千万円→99億１千万円と増加しており、社会保障に係る扶

助費の増加や大型施設の整備等に伴う補助金・負担金等の増加が要因とみられる。

市債については、32億７千万円→58億２千万円→24億２千万円と変動しており、特に大型施設

の整備等に要する投資的経費の増加が続いた2012（平成24）年度から2019（令和元）年度にかけ

ては、おおむね50億円を超える借入が続いたが、現在は減少傾向にある。
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目的別歳出の決算規模について、特に増加が顕著であるのは民生費で、117億円→160億５千万

円→205億９千万円と、約20年で２倍近くに増加している。次に、総務費が60億８千万円→59億

５千万円→76億３千万円、土木費が52億２千万円→58億８千万円→45億８千万円、教育費が32億

１千万円→46億５千万円→48億４千万円、衛生費が27億３千万円→29億４千万円→48億７千万円

と、年度によりばらつきはあるが、おおむね増加傾向が続いている。

公債費については、51億６千万円→47億５千万円→52億４千万円と、合併後、減少傾向で推移

していたが、市債の借入増により償還が本格化したことなどにより、増加傾向に転じている。

これを性質別歳出の構成比でみると、人件費については、20.5％→16.6％→15.4％と、組織の

効率化もあり減少傾向にある一方で、扶助費が14.6％→21.1％→25.2％と大幅に増加しており、

公債費を含めた義務的経費の構成比は、47.6％→47.9％→50.5％と決算総額の半分以上を占める

状況となっている。

投資的経費については、2013（平成25）年度から2019（令和元）年度にかけて大幅に増加して

おり、毎年度、決算総額のおおむね15％から20％を占める支出が行われるととともに、この期間

に借り入れた市債の償還により、前述の公債費の増加が生じている。

１　市債の概要

市債については、合併前に２市２町や事務組合等で発行されていた地方債の償還債務を引き継

ぐとともに、地方財政法第５条で規定する公営企業、災害復旧、建設事業等への財源とする地方

債のほか、臨時財政対策債や合併特例債など、必要な地方債を発行し、財源不足への対応や財政

負担の軽減を図っている。

臨時財政対策債は、2001（平成13）年度から地方の財源不足に対処するため、地方交付税の一

部を代替し、措置されている地方債で、元利償還金全額が後年度の地方交付税に算入されること

から、各年度の財源不足の状況に応じて発行している。

合併特例債は、合併自治体のみに認められる地方債で、新市建設計画に掲載され、合併の趣旨

に沿った適債事業（合併市町村をつなぐ道路や、合併市町村の格差を埋める公共施設の整備な

ど）の財源として発行することができ、交付税措置率は70％である。人口や合併市町村数などに

よって起債上限額が決まっており、本市の場合は約440億円である。当初の発行期限は合併後10

年間とされていたが、２度にわたる延長により、2024（令和６）年度までとされた。

なお、地方債の発行については、2006（平成18）年度に許可制から事前協議制に移行している。

２　市債発行額と市債残高の推移

図表２-４-７は、市債発行額の推移を示したものである。一般会計について、年度によって増

減はあるものの、普通建設事業をはじめとする投資的経費の増加に伴い、合併特例債を中心とし

た市債発行額が2012（平成24）年度からおおむね50億円を超える規模に増加し、2019（令和元）
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年度には約92億円の規模まで膨らんだ。その後は、減少傾向となり、現在は20～50億円の規模で

推移している。

図表２-４-７　市債発行額の推移
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図表２-４-８　市債残高の推移

図表２-４-８は市債残高の推移を示したものである。一般会計の市債残高は、合併後、2010

（平成22）年度末まで減少を続けていたが、その後は増加に転じ、2020（令和２）年度末には約

620億円となった。その後は減少傾向となり、2024（令和６）年度末現在では約584億円となって

いる。
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その内訳を見ると、当初、個別の建設事業等への財源とする借入が中心であったが、臨時財政

対策債や合併特例債など償還時に財政措置の割合が高い市債が増加しており、全体の８割以上を

占める状況となっている。

特別会計の市債残高は、合併後、2006（平成18）年度まで増加し、それ以降は減少している。

企業会計の市債残高は、合併後、2009（平成21）年度まで増加し、それ以降は2019（令和元）

年度まで減少している。

なお、2020（令和２）年度に特別会計の市債残高が激減し、企業会計が急増したのは、特別会

計における市債残高の大部分を占めていた公共下水道事業が企業会計に移行したためである。

１　基金の概要

基金は、法律で設置が義務付けられているもののほか、特定の目的に応じて条例の定めにより

設置されている。本市における基金は、合併時、財政調整基金をはじめ計22の基金を有していた

が、行政目的に応じた設置、運用、廃止等を行っており、現在は、21の基金を設置している。

図表２-４-９　基金一覧

第２編　行財政 第４章　財政

第３節　基金

— ９３ —



第２編　行財政 第４章　財政

— ９４ —



２　設置又は廃止した基金

合併後、新たに設置又は廃止した基金は次のとおりである。

(1) 設置した基金

①　西条市後期高齢者医療保険基金…国民健康保険財政調整基金の一部を財源として、2008

　　　（平成20）年４月に設置。西条市後期高齢者医療保険における保健福祉の向上に資する事

　　　業に充当している。

②　西条市合併振興基金…2017（平成29）年４月に設置。合併特例法に基づく合併に伴う優

　　　遇措置として、市民の連帯の強化及び地域振興に要する経費に充てるため、新市建設計画

　　　の期間中である同年度から2019（令和元）年度までの３か年で合併特例債約33億3千万円

　　　を借り入れ、約35億１千万円を積み立てた。

③　西条市森林整備基金…2019（令和元）年６月に設置。新たに施行された森林環境税及び

　　　森林環境譲与税に関する法律に基づき、本市が国から譲与を受ける森林環境譲与税を原資

　　　として積み立て、森林整備やその人材育成、普及啓発、木材利用促進等に要する費用に充

　　　当している。

④　西条市ふるさとづくり基金…2020（令和２）年４月に設置。ふるさと納税等の寄附金を

　　　原資として積み立て、地域課題の解決のために市内で活動するＮＰＯ等の資金調達に充当

　　　している。

⑤　西条市新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金…2020（令和２）年10月に設置。国

　　　の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策により創設された臨時交付金を原資として、同

　　　感染症の影響を受け融資を受けている市内中小企業者等の利子補給に充当している。設置

　　　期間は2025（令和７）年度までとしている。

⑥　西条市公共施設再編整備基金…土地開発基金の一部を財源として2023（令和５）年１月

　　　に設置。市有地等の売払収入を積み立てるとともに、公共施設の再編整備や除却等に要す

　　　る経費に充当している。

(2) 廃止した基金

①　西条市高齢者肉牛飼育事業基金…旧丹原町において高齢者による肉用牛飼育を促進し、

　　　肉牛資源の確保、高齢者の福祉の向上を目的として、国・県・町がそれぞれ拠出した原資

　　　をもって設置したが、合併後の事業実績はなく、今後の事業要望が見込まれないことから、

　　　国・県への助成金返納に併せて2007（平成19）年３月末に廃止した。

②　西条市消防庁舎建設基金…合併前の周桑事務組合周桑消防本部及び周桑消防署施設整備

　　　基金を引き継ぎ、2004（平成16）年11月に設置し、西条市西消防署の整備に充当し、2007

　　　（平成19）年３月末に廃止した。

③　西条市図書館建設基金…2003（平成15）年度末に旧西条市の勉学奨励賞基金等を廃止し

　　　て積み立てた同基金を引き継ぎ、新西条図書館の整備に充当し、2009（平成21）年３月末

　　　に廃止した。
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④　西条市道前荘福祉基金…合併前の道前福祉衛生事務組合特別養護老人ホーム福祉基金を

　　　引き継ぎ、道前荘入所者の福祉向上に資することとしていたが、施設の民間移譲に伴い、

　　　2011（平成23）年３月末に廃止した。

⑤　西条市地域活性化基金…2008（平成20）年度に設置し、国から交付された地域活性化・

　　　生活対策臨時交付金を原資として１億円を積み立てた。プレミアム付き商品券「石鎚藩　

　　　札」等の事業に充当し、2010（平成22）年３月末に廃止した。

⑥　西条市介護従事者処遇改善臨時特例基金…2008（平成20）年度に設置し、国からの交付

　　　金を財源として積み立てた。介護報酬改定に伴う介護保険料上昇の抑制や、第１号被保険

　　　者の負担軽減に関わる介護保険事業の財源として充当し、2012（平成24）年３月末に廃止

　　　した。

⑦　西条市勤労者福祉基金…旧東予市の基金を引き継ぎ、勤労者福祉の充実強化を図る事業

　　　費の一部として活用してきたが、基金取り崩しにより基金残高がなくなることから、2016

　　　（平成28）年３月末に廃止した。

⑧　西条市庁舎整備基金…本庁舎の整備財源とすることを目的に2010（平成22）年度に設置

　　　し、翌年度までに約20億円を積み立てた。庁舎整備の完了に伴い2017（平成29）年３月末

　　　に廃止し、残高は、一般会計へ繰り入れた上で減債基金及び財政調整基金へ積み立てた。

⑨　西条市国民体育大会施設整備基金…第72回国民体育大会の施設整備に関する経費に充て

　　　るため2010（平成22）年度に設置し、2013（平成25）年度までに約２億円を積み立てた。

　　　クライミングパーク等の施設整備に充当した後、2018（平成30）年３月末に廃止した。

⑩　西条市小松地域交流施設整備基金…2016（平成28）年度に石鎚山ハイウェイオアシス　

　　　館、椿交流館及び大日源泉の整備に活用するため、暫定施行であった小松町地域交流事業

　　　基金の約１億3,200万円を財源に積み立てた。椿交流館のリニューアルやアウトドア活動

　　　拠点施設の整備に充当した後、2020（令和２）年３月末に廃止した。

⑪　西条市ひうち地域振興整備基金…旧西条市において臨海土地造成事業の剰余金を積み立

　　　て、合併後もひうち地域振興整備事業特別会計の財源として運用してきたが、同会計の廃

　　　止に伴い2025（令和７）年３月末に廃止した。

３　基金残高の推移

図表２-４-10は、基金残高の推移を示している。基金残高（普通会計）の合計額は、2024（令

和６）年度末現在、約148億３千万円で、合併時から大幅に増加している。

その主な理由は、合併時に減少していた財政調整基金や減債基金を積み増ししたことや、合併

振興基金や公共施設再編整備基金など将来の支出に備えた基金を設置したことなどによる。
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（単位：千円）
図表２-４-10　基金残高の推移　（普通会計）

１　主な財政指標とその推移

図表２-４-11は、主な財政指標の推移を示している。

(1) 財政力指数

財政力指数は、普通交付税の算定に用いられる基準財政収入額を、基準財政需要額で除した値

の過去３か年の平均を示したものである。数値が１に近い団体ほど財政的な余裕があることを示

し、１を超える団体は国から普通交付税の交付がない不交付団体となる。合併直前の2003（平成

15）年度における旧２市２町の財政力指数は、旧西条市0.80、旧東予市0.62、旧丹原町0.34、旧

小松町0.42であった。

合併直後の2004（平成16）年度は0.66であったが、徐々に改善し、2008（平成20）年度には

0.77となった。2010（平成22）年度はリーマンショックによる法人市民税の減収などが影響して

基準財政収入額が減少し0.03ポイント低下しており、その後も、基準財政需要額の増加等もあり

低下傾向が続いている。

2021（令和３）年度は、国の普通交付税の算定において、新型コロナウイルス感染症の影響に

よる市税の大幅な減収等が見込まれたことにより、基準財政収入額が減少したことに加え、公債

費の増加や臨時経済対策費の新設などにより基準財政需要額が増加したことから、前年度から

0.03ポイント低下し、その後も低下傾向が続き、2024（令和６）年度は0.63となっている。
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(2) 経常収支比率

経常収支比率は財政構造の弾力性を示す指標で、毎年度経常的に収入される一般財源（経常一

般財源等）に対する経常的経費に充当された一般財源（経常経費充当一般財源等）の割合で求め

られる。この比率が高くなるほど、新たな独自施策を実施する財源的な余裕がなくなり、財政運

営が厳しくなる。合併直前の2003（平成15）年度における旧２市２町の経常収支比率は、旧西条

市81.9％、旧東予市87.8％、旧丹原町83.6％、旧小松町84.1％であった。

合併後の2004（平成16）年度は86.5％であったが、翌年度は83.4％に低下した。しかし、その

後徐々に上昇し、2009（平成21）年度に86.9％となった。その後、扶助費等の経常的歳出が増加

となったものの、普通交付税など経常的な一般財源も増加したため、比率は低下傾向となり、

2013（平成25）年度には83.2％となった。

その後は歳入面での市税や地方交付税の伸び悩みに加え、歳出面で公債費への充当額が増加し

たことから、比率は上昇傾向にあり、2021（令和３）年度に新型コロナウイルス感染症に関連し

て普通交付税の増加等があり一時的に低下したものの、その後は再び上昇し、2024（令和６）年

度は89.0％となっている。

図表２-４-11 主な財政指標の推移
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２　財政健全化指標

(1) 地方公共団体財政健全化法

地方自治体の財政再建は、1955（昭和30）年度に制定された地方財政再建促進特別措置法に基

づき行われてきたが、北海道夕張市が財政再建団体となり、実質的な破たんに至るまで財政悪化

が表面化しなかったことが大きな問題となり、地方公共団体財政健全化法が制定され、2007（平

成19）年度決算から、健全化判断比率（①実質赤字比率、②連結実質赤字比率、③実質公債費比

率、④将来負担比率）と、公営企業については資金不足比率を、監査委員の審査に付した上で、

議会に報告し公表することとなった。また、翌年度決算からは、これら比率のいずれかが早期健

全化基準を超えた場合は、財政健全化計画の策定が義務付けられた。

図表２-４-12は、実質公債費比率と将来負担比率の推移を示したものである。なお、実質赤字

比率と連結実質赤字比率は、全ての年度で黒字であったため省略している。

図表２-４-12 実質公債費比率と将来負担比率の推移

(2) 実質公債費比率の推移

実質公債費比率は、全会計の公債費等が、標準財政規模（標準的な一般財源の規模）に占める

割合について、過去３か年の平均値を示すもので、早期健全化基準は25％である。本市では、算

定当初の2005（平成17）年度から15％を超える状態が続いていたが、徐々に改善し、2015（平成

27）年度には10％を切って、2019（令和元）年度には6.4％となった。

しかし、2020（令和２）年度からは、それまでに借り入れた合併特例債等の市債の本格的な償

還が始まり、元利償還金が増加したことで上昇傾向となっている。

(3) 将来負担比率の推移

将来負担比率は、全会計の将来において負担する債務等が、標準財政規模に占める割合を示す

もので、早期健全化基準は350％である。本市では、算定当初の2007（平成19）年度は130.1％と

高い数値であったが、その後、改善傾向が続き、2017（平成29）年度から2019（令和元）年度ま

で一時的に上昇したものの、再び減少し、2024（令和６）年度は、43.2％となっている。

これは、市債残高の総額は増加しているものの、財源不足を補うための臨時財政対策債や合併

特例債など財政措置の割合が高い市債が増加しているため、実質的には将来的な負担額が減少し

ていることによる。
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１　国から本市への法定外公共物譲与

道路法、河川法等の機能管理（公物管理）に関する特別法（適用領域の限定された法律）の適

用や準用を受けない里道や農道、水路などは、地域住民の日常生活に密着した道路、水路として

利用されており、その敷地は国有財産とされてきた。しかし、1999（平成11）年に制定された地

方分権一括法によって国有財産特別措置法が改正され、それまで国有財産であった里道･水路の

うち機能を有するもの等が、2005（平成17）年３月末までに市町村に譲与された。

本市においても、同法に基づいて同年に国や県から譲与された道路や普通河川、水路が多数あ

り、これらの財産において土地改良事業等に伴う境界確定や改修承認、財産の使用許可等を行っ

ている。また、法定外公共物に隣接する土地の所有者や土地開発を行う事業者が、それらを一体

的に利用するため取得しようとするときは、「西条市法定外公共物の用途廃止に関する取扱要

領」及び「西条市公有財産規則」により申請受付や売却等の手続きを行っている。

２　公有財産の推移

合併協定書において、旧２市２町の所有する財産及び債務は、全て新市に引き継ぐこととされ

た。2004（平成16）年度末及び2024（令和６）年度末現在の公有財産は、図表２-４-13及び図表

２-４-14のとおりである。
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図表２-４-13　合併時における各団体の公有財産（土地及び建物）
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（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

地方公共団体金融機構＊2

＊1

*1　H19年度までの名称は周桑森林組合

*2　H20年度までの名称は地方公共団体金融機構

図表２-４-14　公有財産の推移
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１　制度の概要

ふるさと納税制度は、地方税法等の改正により、2008（平成20）年度に創設された寄附制度で

ある。地方公共団体に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分が一定の上限額まで、確定申

告等によって現住地の市町村で納める所得税・個人住民税から控除される。進学や就職、結婚な

どでふるさとを離れた人が、寄附の形でふるさとを応援できるようにするもので、東京一極集中

の是正手段としての意味もあり、地方創生に取り組む地方の財源確保策として期待された。

2015（平成27）年に上限額となる住民税所得割の控除額が10％から20％に倍増されるととも

に、確定申告が不要となるワンストップ特例制度が導入されたことにより、全国各地でふるさと

納税による寄附額が大幅に増加した。

しかし、多くの寄附を集めるために豪華な地場産品を返礼品として寄附者に贈る自治体が出現

し、そうした自治体への寄附が急増した。自治体ごとの返礼品リストを作って寄附の仲介を行う

専用サイトもできるなど、返礼品競争が過熱し、本来の趣旨から逸脱していった。そのため、国

は2019（令和元）年度から、「返礼品について寄附額の30％以下の市場価格の地場産品に限る」

などの制限を設けるとともに、制度適用の自治体を指定制としている。

また、2016（平成28）年度には、国が認定した地方再生計画に位置付けられる自治体の地方創

生プロジェクトに対して、企業が寄附を行う仕組みである企業版ふるさと納税の制度が創設さ

れた。

２　推移

図表２-４-15は、本市におけるふるさと納税の寄附実績の推移を示している。

2014（平成26）年度は336件であったが、翌2015（平成27）年度は一気に１万件を超え、その

後やや減少したものの2018（平成30）年度に再び増加し、それ以降は毎年３万件以上の寄附が寄

せられている。2022（令和４）年度は、４万1,518件で、寄附額は８億7,366万9,000円と過去最

高額を記録している。

図表２-４-15　ふるさと納税の寄附実績の推移
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３　特徴

(1) 寄附促進のための仕組み

2025（令和７）年３月末日時点で公開しているふるさと納税ポータルサイトは、「ふるさと

チョイス」「楽天ふるさと納税サイト」「ふるなび」「さとふる」「三越伊勢丹ふるさと納税サ

イト」「Ａｍａｚｏｎふるさと納税サイト」となっており、この６サイトで本市へのふるさと納

税寄附を受け付けている。

また、本市では寄附者の負担を軽減するために、スマホのみでワンストップ特例申請を完結で

きるアプリ「ＩＡＭ」を導入している。

(2) 返礼品

本市への寄附に対する返礼品は、次のとおり、極めて多彩な品目やサービスが揃っている。

①　生鮮食品…紅まどんな、キウイ、シャインマスカット、伊予牛、殻付き牡蠣など

②　加工食品…玄米おむすび、海苔、自家製ハンバーグ、天然酵母ベーグル、出汁醤油、梅

　　　干しなど

③　酒類…レモンサワー、地酒、クラフトビールなど

④　飲料…みかんジュース、石鎚黒茶など

⑤　日用品…タオル、紙おむつ、生理用品など

⑥　家具…ダイニングテーブル、ワーキングデスクなど

⑦　旅行商品…西条市内宿泊クーポンなど

⑧　チケット…石鎚山ロープウェイ乗車券、フォレストアドベンチャー利用券など

４　活用

本市では、ふるさと納税による貴重な寄附が「人がつどい、まちが輝く、快適環境実感都市」

の実現につながるよう、使い道の希望がある寄附金については、総合計画の基本目標に関連した

活用予定事業を定め、その財源として充てている。

また、2020（令和２）年度からは、ふるさとづくり基金を創設し、指定したＮＰＯ法人等への

寄附についても取扱いを行っている。
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（件）

図表２-４-16　ふるさと納税寄附の使い道の希望寄附金の状況（令和６年度）
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１　税制の変遷

2004（平成16）年度以降の税制の変遷を、地方に関係する主な事項を中心にまとめると、図表

２-５-１のとおりである。

図表２-５-１　税制の変遷
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(1) 個人住民税所得割の比例税率化

三位一体改革に伴う国から地方への税源移譲の一環として、2007（平成19）年度から住民税の

所得割が一律10％（市民税６％、県民税４％）の比例税率に改められた。

(2) 電子化の推進

2010（平成22）年12月から、地方税ポータルシステム（ｅＬＴＡＸ：エルタックス）を利用し

た市税の電子申告サービスが開始となり、電子申告、電子申請、通知等の電子化を推進してい

る。また、2019（令和元）年10月から地方税共通納税システムの運用も開始されており、電子納

付も推奨し拡大することで、納税者の更なる利便性の向上を図っている。

(3) 個人住民税の特別徴収の推進

2007（平成19）年度に実施された所得税からの税源移譲に伴い、個人住民税の徴収確保のた

め、愛媛県の先導により、2015（平成27）年度からの完全実施を目指して、特別徴収の推進を県

下一斉に行った。この結果、特別徴収事業所が増加し、納税者の利便性向上と徴収の効率化が図

られている。一方で、一部の小規模な事業所等において実施できておらず、特別徴収の完全実施

には至っていない。

２　現在の市税

2024（令和６）年度末現在、本市が徴収している市税は、図表２-５-２のとおりである。

図表２-５-２　市税一覧
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１　課税実績の推移

(1) 市税収入額の推移

図表２-５-３は、市税収入の推移を示したものである。

年度ごとの増減を見ると、個人市民税は、2007（平成19）年度に所得税から市民税への税源移

譲を行ったことにより大幅増となり、その後、40億円台で推移し、2024（令和６）年度は、約43

億９千万円となっている。

また、法人市民税については、景気動向により変動があり、2007（平成19）年度をピークに、

下落傾向が続き、2024（令和６）年度は約13億２千万円となっている。

固定資産税については、総額としては80億円台を保っており、2024（令和６）年度は大幅増の

約99億７千万円となっている。

軽自動車税については、課税台数の増加に加え、2019（令和元）年度から環境性能割が加わ

り、2024（令和６）年度は約４億７千万円となっている。
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図表２-５-３　市税の年度別収入額推移

(2) 個人市民税の納税義務者数の推移

図表２-５-４は、個人市民税の納税義務者数の推移を示している。2006（平成18）年度以降は

５万人～５万1,000人前後で推移している。全体の約８割を給与所得者が占めており、営業等所

得者や農業所得者は減少傾向にある。

第２編　行財政 第５章　税

— １１０ —



区分/年度

区分/年度

図表２-５-４　個人市民税の納税義務者数推移

(3) 法人市民税の均等割納税義務者数の推移

図表２-５-５は、法人市民税の均等割納税義務者数の推移を示しており、合計数は、ほぼ横ば

いで推移している。内訳を見ると、資本金１千万円以下、従業員数50人以下の事業者の割合がや

や増えており、全体の４分の３を占める。資本金10億円超の事業者（７号以上）は約150社程度

で推移している。
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図表２-５-５　法人市民税の均等割納税義務者数推移

(4) 固定資産税の決定価格等の推移

図表２-５-６は、固定資産税の決定価格等の推移を示している。

土地については、地積の全体面積は2005（平成17）年度以降ほぼ横ばいで推移している。その

内訳については、田、畑、山林が微減、宅地が微増となっている。決定価格については低下傾向

にある。

家屋については、床面積も決定価格も微増の傾向にある。

償却資産については、年度による増減がやや大きい中、近年は1,800～2,000億円前後で推移し

ていたが、2024（令和６）年度は企業の設備投資の増加により大臣配分額が大幅に増加した。
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図表２-５-６　固定資産税の決定価格等の推移
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(5) 軽自動車税の車種別課税台数推移

図表２-５-７は、軽自動車税の車種別課税台数の推移を示している。合計数は2015（平成27）

年度まで微増傾向にあり、その後は５万7,000台程度で横ばいとなっている。内訳を見ると、原

動機付自転車では50㏄以下と90㏄以下が大きく減っている一方で、125㏄以下は2004（平成16）

年度から2021（令和３）年度にかけて４倍近くに増えている。軽自動車については、四輪乗用自

家用が約２万台から３万2,000台以上へと大きく増えている。
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図表２-５-７　軽自動車税の車種別課税台数推移

(6) 国民健康保険税の変遷

図表２-５-８は、国民健康保険税の変遷を示している。2005（平成17）年度と2023（令和５）

年度の加入世帯数を比べると、医療分、介護分ともに大きく減少している。これに伴い課税実績

額の合計も、2005（平成17）年度が31億6,950万円であったが2023（令和５）年度は19億4,468万

円と、６割近くに減少している。
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図表２-５-８　国民健康保険税の変遷
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(7) 市税徴収率の推移

図表２-５-９は、市税徴収率の推移を示している。国民健康保険税を除く市税合計では、2014

（平成26）年度まで95％前後で横ばいが続いていたが、愛媛県と県内全市町が連携し2015（平成

27）年度から個人住民税の特別徴収を県内全市町一斉に完全実施したことや差押等の滞納処分を

強化したことにより上昇傾向となり、2022（令和4）年度以降は98％台を維持している。

国民健康保険税の徴収率については、2016（平成28）年度まで80～82％程度で推移していた

が、2015（平成27）年度以降に滞納処分を強化したことにより上昇傾向となり、2020（令和２）

年度は初めて90％台に到達した。
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図表２-５-９　市税徴収率の推移

１　愛媛地方税滞納整理機構の設立

地方財政は年々厳しさを増し、本市に限らず各自治体にとって、財政問題は極めて重要な行政

課題となっている。愛媛県及び県内全市町は共同して税収確保を促進するための体制づくりを目

指し、2004（平成16）年度から具体的対策の協議を始めた。

同年12月には、広域的滞納整理組織を設立することを前提に、「愛媛地方税整理回収機構（仮

称）設立検討会議」を設置し、2005（平成17）年度から１年間の具体的な設立準備期間を経て、

2006（平成18）年４月、全20市町参加の一部事務組合「愛媛地方税滞納整理機構」を設立した。

機構職員は、市町と県からの派遣職員などで構成し、より専門性の高い滞納整理を行うため、

国税経験者・弁護士などを顧問として配置した。

市町から滞納案件の移管を受け、差押・公売などの滞納処分を前提に滞納整理を行うことが機

構の主な業務となっている。機構では、市町職員の滞納整理事務能力の向上を図る研修業務、コ

ンサルティング業務も行っている。現在、同機構に対する本市の基礎負担金は100万円で、滞納

整理１件について10万円を支払っている。

事務局は総務課と徴収課の２課体制で、徴収課は県から派遣の課長と市町から派遣の職員９人

で構成され、本市もこれまで７人の職員を派遣している。
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設立から2024（令和６）年度までの徴収実績は、同機構全体で、引受滞納額（本税）が126億

6,233万6,000円、徴収金額が73億2,362万3,000円（本税59億4,053万2,000円、督促手数料1,317

万5,000円、延滞金13億6,991万6,000円）で、徴収率は46.9％となっている。

２　債権管理体制の強化

市の債権は、公債権と私債権に大別される。公債権には、市税、介護保険料、後期高齢者医療

保険料、下水道使用料、保育所保育料などの強制徴収公債権と、幼稚園保育料、庁舎使用料、行

政財産使用料などの非強制徴収公債権がある。私債権は市営住宅使用料、水道料金、各種貸付金

返還金などがある。市税の滞納整理に限らず、こうした様々な債権の適正な管理は大きな課題と

なっていた。

本市は2014（平成26）年４月、納税課（当時）内に債権管理対策準備室を設置（平成27年４月

から債権管理対策係）し、各所管課における収入未済額の状況や債権管理の現状等の調査やヒア

リング、職員研修、先進自治体の事例研究などを実施した。また、各債権所管課に対し、適正な

督促や催告、不納欠損処分等を指導するとともに、債権回収方法の検討等により収入未済額を削

減するよう要請を行った。

法令に基づき、債権所管課が責任を持って確実な債権の回収に努めるという基本姿勢を明確化

し、徴収手続や回収不能となった債権の取扱いの基準を定め、負担の公平性や自主財源の確保、

市の債権管理の更なる適正化を図ることを目的として、2016（平成28）年４月に西条市債権管理

条例を施行した。同時に、納税課債権管理対策係を債権管理対策室に変更し、庁内の処理困難な

滞納案件の移管を引き受けるようになった（令和６年度現在は、徴収課債権管理係）。

３　納税貯蓄組合補助条例等の廃止と納税組合補助金交付要綱の制定

納税貯蓄組合は、納税貯蓄組合法に基づき、各地域の自治会などを単位として任意に組織さ

れ、市税等の納税資金を計画的に貯蓄して、税金を無理なく納期限内に確実に納付するために活

動する団体である。

組合への補助金については、旧２市２町がそれぞれの条例や規定に基づき交付してきたが、合

併協定書において「納税貯蓄組合については、東予市の例により調整する。ただし、合併する年

度は、それぞれの旧市町の例による。納税貯蓄組合長大会は、西条市の例により調整する。」と

定めていた。

東予市の例とは、補助金を納税額の一定比率から算出して交付するのではなく、事務費相当額

を交付するというものである。

旧東予市の例により補助金制度を統一するために、2005（平成17）年３月に旧西条市の納税貯

蓄組合補助条例など関係条例等を廃止し、同条例等に代わり同月に西条市納税組合補助金交付要

綱を制定し、2005（平成17）年度から施行した。その後、納税意識の高揚と納付の安定が確立さ

れ、口座振替の進展が伴ってきたこともあり組合の解散が相次ぎ、同要綱を2017（平成29）年12

月に廃止し、納税貯蓄組合への補助制度を終了している。
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４　ご当地オリジナルナンバープレート交付

2014（平成26）年度に合併10周年記念事業として、ご当地オリジナルナンバープレートを作成

し、同年11月から交付を始めた。50㏄以下の原動機付自転車に取り付けるもので、新規登録時に

ご当地オリジナルナンバープレートか従来のナンバープレートのいずれかを選択できる。また、

現在使用しているナンバープレートも、１回に限りご当地オリジナルナンバープレートに交換で

きる。デザインについては公募により、だんじりが印刷されたナンバープレートとなっている。

2,000枚を作成し、希望者に交付している。

５　市税の前納報奨金制度の廃止

前納報奨金制度は、第１期の納期までに全期分を一括納付した場合に報奨金を交付するもの

で、戦後の混乱した経済事情の中で、1950（昭和25）年に納税意欲の向上や税の早期確保などを

目的として各自治体で創設された。それから60年以上経過した現在では、納税意識や地方税制へ

の理解が広く浸透し、納税率も高率で安定するとともに、市県民税が給与や年金から引き落とさ

れている場合はこの制度が適用されず、不公平感が生じていることや、前納したくても納税資金

に余裕がない市民は制度を利用しづらいといった指摘もあった。

こうした状況を踏まえ、本市の市税における前納報奨金制度は、合併後も引き続き実施してき

たが、2014（平成26）年度をもって廃止した。なお、報奨金の交付はなくなったが、制度廃止後

も引き続き、納期前に一括して納付することができる。

６　納税環境の整備

(1) コンビニ・スマホ収納の運用開始

本市のコンビニ収納に関しては、全国で公金のコンビニ収納が普及し、県内他市が導入や対象

科目拡大を進めていく中、市内においてもコンビニ収納による納付の利便性を求める要望が高

まったことから、2017（平成29）年度から導入についての検討を行った。

そして、2020（令和２）年度から市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護

保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料、下水道使用

料、水道料金、簡易水道料金、西ひうち専用水道料金の13科目において、コンビニ収納を開始し

た。その後、保育所や幼稚園の副食費、放課後児童クラブ保護者負担金を追加し、2025（令和

７）年３月末現在では15科目となっている。

また、同時に、スマートフォンの決済アプリを使っての納付も可能になった。

コンビニ・スマホ収納の利用件数は、2020（令和２）年度から2024（令和６）年度まで毎年約

１万件ずつ増加しており、コンビニ・スマホ収納開始前と比較して督促状の発送件数が減少して

いることから、市民満足度だけでなく、納期内納付の促進や市職員の負担軽減に繋がっている。

2023（令和５）年４月からは、地方税統一ＱＲコード（ｅＬ-ＱＲ＝エル・キューアール）を

活用した地方税の納付を開始した。市から送付される納付書に印刷されたＱＲコードを読み取る

ことで、地方税共同機構が管理・運営するｅＬＴＡＸ内の特設サイト（地方税お支払サイト）

や、スマートフォン決済アプリを通じたキャッシュレス納付が可能となったほか、ｅＬ-ＱＲ対
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応金融機関であれば全国どの金融機関窓口でも地方税の納付が可能となった。2025（令和７）年

３月末現在、対象となる税目は、軽自動車税と固定資産税である。

(2) 証明書コンビニ交付サービスの開始

自治体におけるコンビニで住民票や印鑑証明、課税証明などの各種証明書を交付するサービス

は、2009（平成21）年度から始まっていた。しかし、当時は住民基本台帳カードを利用する仕組

みで、同カード自体の普及があまり進まなかったこともあり、導入する自治体は少なかった。

2015（平成27）年度にマイナンバー制度が導入され、マイナンバーカードの普及も進みつつあ

ることなどから、本市では、2022（令和４）年３月１日から、各種証明書のコンビニ交付を開始

した（２編 11 章参照）。

(3) 窓口証明手数料にＱＲコード決済導入

2022（令和４）年４月１日からは、本庁の市民生活課、徴収課、各支所で取り扱う窓口証明手

数料等について、ＰａｙＰａｙ㈱を指定納付受託者に指定しＱＲコード決済サービスを開始し

た。なお、当面はＰａｙＰａｙのみの対応としている。
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１　入札・契約制度の変遷

合併前、旧東予市では2001（平成13）年７月から、旧西条市では2002（平成14）年11月から、

入札にかかる工事等の予定価格の事前公表を実施していた。透明性の確保、公正な競争の促進、

さらに、談合を示唆するような入札や設計金額を探るといった不正行為の防止のため導入したも

ので、事前公表を実施した旧２市における落札率は、公表前に比べてそれぞれ約１％程度低下し

た。旧２町では実施していなかったが、合併に際して新市でも予定価格の事前公表を行うことに

なった。また、合併当初から、ダンピング防止のため競争入札に際して低入札価格調査制度を導

入した。

2006（平成18）年10月には公募型プロポーザル方式、2007（平成19）年４月には総合評価落札

方式を、2012（平成24）年４月には最低制限価格制度を導入した。2016（平成28）年10月から

は、県のシステムを活用して電子入札を導入している。

２　企画競争入札（プロポーザル方式）の導入

プロポーザル方式は、企画競争方式の一つであり、対象業務に関する企画案・実施方針等の提

出を幅広く不特定多数の事業者に求め、最も優れた提案を行った事業者を採用する選定方法であ

る。対象業務の内容が技術的に高度なもの又は専門的な技術が要求される場合に、この方式を採

用することが多い。

本市では、2006（平成18）年10月に西条市プロポーザル方式実施要綱を定め、本方式を導入し

ており、公募型と指名型を採用している。

本方式により選定された事業者とは、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号が定める

「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当するものとして、随意契約を締結するこ

とになる。

３　最低制限価格制度の導入

本市では2012（平成24）年度から、建設工事及び製造の請負の入札に最低制限価格制度を導入

した。この制度は、ダンピング受注を防ぐことを目的としており、これ以上低い価格で入札した

場合は失格になるという基準（最低制限価格）を設定していることを明示した上で入札を実施

し、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低価格で申

込みをした者を落札者とする仕組みである。

本市では、西条市最低制限価格制度実施要綱で算定方法を定めており、中央公共契約工事制度

運用連絡協議会が定めるモデルの見直しに伴い、適宜改正を行っている。

なお、本制度の導入に伴い、低入札価格調査制度については廃止した。
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４　総合評価落札方式の導入

価格競争が工事の品質低下や環境破壊を招くといった公共工事の品質確保への懸念が高まり、

2005（平成17）年に公共工事品確法が制定された。本市では2007（平成19）年度に西条市建設工

事簡易型総合評価落札方式実施要領を策定し、価格だけでなく技術的な要素を評価の対象に加

え、品質や施工方法等を総合的に評価し、価格と技術の両面から最も優れたものをもって申込み

をした者を落札者とする、総合評価落札方式を導入している。

建設工事簡易型総合評価落札方式は、次の２通りの方法がある。

①　施工計画型…価格のほか、簡易な施工計画を含む技術提案や同種工事の施工実績等技術的

　　要素（＝評価項目）を総合的に評価する方式

②　実績確認型…評価項目のうち、簡易な施工計画を含む技術提案以外の項目をもって評価　

　　を行う方式

また、総合評価落札方式において、2014（平成26）年度から改めて低入札価格調査制度も導入

し、西条市低入札価格調査制度要綱に基づき、契約内容に適合した履行がなされないおそれがあ

るかどうかの調査（低入札価格調査）を行っている。同要綱については、中央公共工事契約制度

運用連絡協議会が定めるモデルの見直しに伴い、適宜改正を行っている。

５　電子入札の導入

本市では2016（平成28）年10月から、愛媛県が運用する「えひめ電子入札共同システム」を活

用して工事及び工事に関連する委託業務に電子入札を導入している。インターネットを通じて入

札関係書類を入手でき、入札手続きや入札結果の確認もシステム上でできるので、入札参加者は

紙入札のときのように手続きの度に市へ出向く必要がなくなった。また、手続きの透明性の確保

や競争性の向上にもつながっている。

えひめ電子入札共同システムは、2014（平成26）年６月17日に愛媛県や松山市などでの運用か

ら始まり、前述のとおり2016（平成28）年10月から本市や四国中央市なども参加、2022（令和

４）年４月には、県と県内全20市町が参加している。このシステムは、入札情報公開機能と電子

入札機能を有する。

１　公共工事の品質確保

2005（平成17）年４月に、公共工事品確法が施行された。公共工事の品質確保に関する国、地

方公共団体、受注者等の責務、品質確保のための基本理念、基本方針などを明らかにするととも

に、総合評価落札方式の導入推奨、コンストラクション・マネジメントの促進等を規定している。

本市もこの方針に沿って、前述のように総合評価落札方式の導入など、事業者選定段階からの

公共工事の品質確保に努めている。
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また、西条市工事検査規程、西条市工事検査基準、西条市工事成績評定要領などに基づき、厳

正かつ適正な工事の中間検査や完成検査の徹底を図っている。

２　全庁型公共事業設計積算システムの導入

土木工事で利用している設計積算システムについては、合併前から旧市町において、各々の設

計積算システムを導入していたが、合併協議の中で合併後速やかにシステムを統合する方針を決

定していたため、2006（平成18）年８月から、職員が設計積算する工事（建築物に伴う工事及び

土地改良事業は対象外）及び工事に関連する委託業務に関して全庁型公共事業設計積算システム

を導入することとなった。

この設計積算システムは、土木、下水道、上水道、港湾、漁港の工事（建築物に伴う工事及び

土地改良事業は対象外）及び工事に関連する委託業務に係る積算ができるものとなっている。国

土交通省の土木工事標準積算基準書に準拠しており、標準的な設計書を作成することができ、積

算ミスの未然防止や煩雑な積算業務の効率化及び技術力の向上に寄与するものとなっている。ま

た、設計書が電子データとして保存可能なため、電子入札の際の公開資料として利用でき、設計

積算データの一元管理や運用コスト（保守・管理費用等）の削減につながっている。
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１　地域審議会

新市の誕生に向けて検討を続けていた2003（平成15）年２月、合併協議会は「西条市、東予

市、周桑郡丹原町及び同郡小松町の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議書」を定め、

合併特例法第５条の４の規定に基づく「地域審議会」を、合併後に２市２町の各地区に設置し

た。

これは広域合併により住民の意見が施策に反映されにくくなることのないよう、合併後のまち

づくりについて、きめ細かく市民の意見を伺うための審議会で、審議会は会長及び副会長のも

と、各地区15人以内の委員で組織した。委員は各種団体の役員や学識経験者などから市長が委嘱

し、任期は２年。審議会の設置期間は本市合併の日（平成16年11月１日）から2015（平成27）年

３月31日までとした。

審議会では各回市長の諮問に応じて、当該地区に係わる次の事項について審議した。

①　新市建設計画の変更に関する事項

②　新市建設計画の執行状況に関する事項

③　その他、市長が必要と認める事項

2015（平成27）年２月５日～10日に最終となる第23回審議会を開いたのち、予定どおり同年３

月31日に設置期間を満了した。翌年度以降は、市全体の新しいまちづくりに関する提言や、総合

計画、新市建設計画の執行状況などについて、市民から意見を伺う場として「まちづくり市民会

議」を設置した。

２　西条市まちづくり市民会議

地域審議会の設置期間満了後、今後のまちづくりを進める上で、広く市民の意見を反映しなが

ら、市の特徴を生かした、将来にわたって活力のある地域社会を維持する施策を検討し、策定

し、検証することを目的として、2015（平成27）年６月に「西条市まちづくり市民会議」を設置

している。

産官学金労の各分野や市民活動、各種団体の代表者などを２年の任期で委員に任命し、主に次

の内容について意見交換等を行っている。

①　西条市総合計画の策定、変更及び成果検証に係る検討に関すること

②　市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定、変更及び成果検証に係る検討に関する

　　　こと

③　その他市長が必要と認める事項

西条市まちづくり市民会議の開催状況は図表２-７-１のとおりである。

第７章　広聴等

第１節　各種広聴事業
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図表２-７-１　西条市まちづくり市民会議の開催状況

３　総合計画審議会

総合計画の策定に必要な事項について調査や審議を行う市長の諮問機関として、2005（平成

17）年３月に西条市総合計画審議会条例を制定した。

条例制定後、第１期西条市総合計画の策定のため、2006（平成18）年に初めて西条市総合計画

審議会を設置し、同年２月に同審議会を開催した。第２期西条市総合計画策定時においても同様

に開催し、これまでの実績や市民アンケート等の結果を踏まえ、計画案の審議を行った。

直近では、2024（令和６）年度に第２期西条市総合計画が最終年度を迎えることから、新たに

第３期西条市総合計画（計画期間：令和７～16年度）を策定するため、各種団体の代表や学識経

験者等を委員として委嘱し、計画案について審議を行った。

第３期総合計画審議会の開催状況は図表２-７-２のとおりである。

図表２-７-２　第３期西条市総合計画審議会の開催状況
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４　市長の直接広聴事業

市長が市民と直接意見を交換する広聴活動としては次のようなものがある。

(1)　地域との意見交換

①　市政いきいきタウントーク…2009（平成21）年度に「地域懇談会」を改称した。連合自

　　　治会の各支部役員等、地域代表者が出席する市連合自治会各支部主催の会合に理事者及び

　　　部長級職員が出向き、事前に提出された議題についての質疑応答や市政報告を行った。

②　市政懇談会～市長とキャッチボール～…2014（平成26）年１月から、市民との対話の機会

　　　をより充実させるために、西条市連合自治会との共催により各公民館で実施した。開催地

　　　区以外の市民も参加可で市長と部長級職員が出席し、市政報告及びフリートークを行った。

③　タウンミーティング…2017（平成29）年度から、「市政懇談会」を改称して実施してい

　　　る。各連合自治会と日程調整を行い、事前に申し込みのあった地域課題等のテーマに基づ

　　　く意見交換の場としている。連合自治会員やテーマ関係者等、市長及びテーマに関係する

　　　部長が出席する。

(2) 市内で活動する団体等との意見交換

①　ようこそ市長室・移動市長室…2013（平成25）年５月から、市内各地域で活動するグ　

　　　ループや団体活動の実情やニーズを把握することを目的に、本庁と各総合支所にて市長と

　　　意見交換をする場として実施した。

②　市長と井戸端会議…2017（平成29）年度から、「ようこそ市長室・移動市長室」を「市

　　　長と井戸端会議」へ改称した。また、生徒会や部活など、高校生グループも参加できるよ

　　　うに見直した。

③　市長とＨＲ（エイチ　アール）…2022（令和４）年度から、夏休み期間である８月に２

　　　日間実施している。「市長と井戸端会議」に高校生グループの参加申込が増えてきたこと

　　　を受け、井戸端会議特別編として高校生グループに限定して実施することにした。意見交

　　　換後には市長室の見学を行っている。

５　その他の広聴活動

(1) 若者会議・女性会議

市民活動支援センターでは、若者や女性の声を広く市政に反映させ、若者や女性が活躍できる

まちづくりを進めるため、2017（平成29）年11月から「若者会議・女性会議」を開催している。

年に数回実施し、ワークショップの形で様々なテーマについて意見交換を行っている。

６　市政への意見・提言

(1) パブリックコメント

本市の基本的な政策の策定に当たり、事前に内容を公表して市民からの意見を募集し、それを

考慮して政策等の意思決定を行っており、この意見募集がパブリックコメントである。従来、担

当各課がパブリックコメントに関する一連の作業を実施していたが、2011（平成23）年度に西条
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市パブリックコメント手続実施要綱を整備し、広聴事務の所管課が一元管理することになった。

ホームページへの掲載を通して、広く市民に周知することで、制度の拡充を図った。

(2) 環境指導員制度

合併当初は西条地域のみ配置されていたが、2005（平成17）年４月に新市全域に配置するよう

制度を拡大した。安全で快適な環境の保全に資するため、各地区（公民館単位）を担当区域とし

て40人以内の市民を指導員として委嘱し、担当部署の職員パトロールだけでは十分でない事態の

把握に努めた。指導員は、ごみ出しルール等の徹底に加え、日常生活において危険が想定される

箇所や公共施設の損傷等を通報していた。

その後、事業の見直しに当たり、通報件数が少ないこと、類似の市政モニター制度のほか、意

見書等の制度もあることから、2014（平成26）年度末で制度を廃止した。

(3) 市政モニター制度

合併当初は西条地域のみ配置されていたが、2005（平成17）年４月に新市全域に配置するよう

制度を拡大した。市政に関する市民の意見・要望等を聴取し、世論の動向を正しく把握するとと

もに、市政の効率的な運営につなげることを目的とした。モニターは、地区別（公民館単位）に

年齢、職業、性別等を勘案し、任期を２年として50人以内の人に委嘱した。その後、広聴事業を

整理する際に、意見提出が特定のモニターに偏っていること、且つ意見箱などの選択肢もあるこ

とから、2018（平成30）年度末で制度を廃止した。

(4) 意見箱その他

市民から市政に関する意見等を広く聴く手段として、合併前の意見箱制度を継続しており、書

面により意見を受け付けている。（令和６年度末時点で市庁舎や公民館等含む市内44箇所に設

置）その他、ホームページや郵送による意見も受け付けている。

これまでの経緯として、2005（平成17）年度から2017（平成29）年度の間、広報紙に年２回程

度意見書の様式を掲載し、市民に広聴事業を身近に感じてもらえるよう工夫を図った。

また、電子メールによる受付も行っていたが、2020（令和２）年６月からホームページに専用

入力フォームを設け、メールアドレスを持たない方でもインターネット上で意見提出ができるよ

う提出手段の改善を図っている。

さらに、2015（平成27）年度から、自治会の総意に基づいた身近な地域の課題や要望を自治会

長から提出してもらう「地域課題提出票事業」も開始している。

寄せられた意見等のうち公開希望のものは、３か月ごとに本市ホームページで公開している。

各種広聴事業の取組状況の推移は、図表２-７-３のとおりである。
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図表２-７-３　広聴事業取組状況の推移
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本市では、各種市民相談を実施しており、各相談のスケジュールを毎月の広報紙に掲載してい

る。また、合併前の例にならい、定期的に市民無料法律相談も行っている。

市民相談事業の取組状況の推移は図表２-７-４のとおりである。

図表２-７-４　市民相談事業取組状況の推移
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１　情報公開制度

情報公開制度は、合併前にならい、2004（平成16）年11月に西条市情報公開条例を制定し制度

化している。

公文書公開請求件数の推移は、図表２-７-５のとおりである。

図表２-７-５　公文書公開請求件数の推移
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２　個人情報保護

個人情報保護制度は、合併前にならい、2004（平成16）年11月に西条市個人情報保護条例を制

定し、個人情報の適正な取扱い、開示等について、制度化していた。

しかし、2023（令和５）年４月に個人情報保護法が改正されたことに伴い、同条例を廃止し、

以降は同法に基づき個人情報の適正な取扱い、開示等を行っている。

個人情報開示等請求件数の推移は、図表２-７-６のとおりである。

図表２-７-６　個人情報開示等請求件数の推移
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地方分権の時代にあって、地方自治体の財政状況は厳しさを増しており、行政サービスの均質

化と向上、地域の一体的な発展のために、県や近隣市町との連携・協調の必要性は一段と高まっ

ている。新たな枠組みとなった合併後においても、本市は近隣市町との連携強化により広域行政

事務を充実させている。

また、愛媛県では、後述のとおり2012（平成24）年３月に「県・市町連携推進プラン」を策定

した。これにより県と20市町が連携し、様々なプランを実行に移している。

主な広域行政組織として、一部事務組合と広域連合がある。一部事務組合は、複数の地方自治

体が行政サービスの一部を共同で行うことを目的として設置する行政機関である。地方自治法

284条第２項に基づいており、中小規模の市町村が設ける場合が多い。

一方、広域連合は、複数の地方自治体が総合的な「広域計画」を作成し、その実施のために連

絡調整を図り、事務の一部を処理するために設置する団体である。地方自治法第284条第３項に

基づいており、より広域的な行政目的を達成することを目的とする場合が多い

いずれも特別地方公共団体であり、議決機関を有する。2024（令和６）年度現在、本市が加入

する一部事務組合としては愛媛県市町総合事務組合及び愛媛地方税滞納整理機構、広域連合とし

ては愛媛県後期高齢者医療広域連合がある。

１　新居浜・西条地区広域市町村圏事務組合

旧西条市、旧東予市、旧丹原町、旧小松町、旧新居浜市、旧別子山村で構成していた一部事務

組合で、1973（昭和48）年に結成し、広域圏計画や地域経済活性化計画などの策定及び計画に係

る事務事業の連絡調整、第二次救急医療体制を確保するための病院群輪番制病院運営費補助事業

等に係る事務、別子ハイツ自然学習館及び新居浜・西条地区青少年センターの管理運営、構成団

体職員の研修など、圏域に係る事務の共同処理を行っていた。

同組合の事務局は新居浜市役所内に置かれ、新居浜市長が組合長を兼任していた。構成する自

治体から議員が選出されて、年２回の議会を行っていた。

市町村合併に伴う構成団体の減少及び共同処理する事務の見直しに伴い、同組合は2008（平成

20）年３月31日に解散した。同組合が管理していた別子ハイツ自然学習館は新居浜市へ、新居

浜・西条地区青少年センターは本市に譲渡され、事務のいくつかは同年４月１日に設立された

「新居浜・西条地区広域行政圏協議会」に引き継がれた。
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２　新居浜・西条地区広域行政圏協議会

新居浜・西条地区広域市町村圏事務組合から、広域圏計画や地域経済活性化計画などの策定と

計画に係る事務、病院群輪番制病院運営費補助事業等に係る事務などを引き継いだが、職員の研

修はそれぞれの市で行うことになった。一部事務組合でなく任意団体のため議員は選出せず、年

に２回関係者による協議会を開いて対応することとした。病院群輪番制病院運営については、両

市の救急医療機関が平日・夜間及び休日に第二次救急医療を実施した日数に応じて補助金を交付

している（詳細は、５編４章参照）。

2020（令和２）年度に、広域行政圏における将来的な廃棄物処理のあり方に関する調査研究を

実施するため、２市の職員による調査研究チームを設置し、次期ごみ処理施設の集約化に関する

検討を開始した。

愛媛県が2021（令和３）年度に策定した「愛媛県ごみ処理広域化・集約化計画」において、本

市、新居浜市、四国中央市の３市が西条ブロックに位置付けられており、20年後に焼却施設を１

施設に集約することが記載された。これを受けて、2022（令和４）年度に本協議会と四国中央市

が共同で、「愛媛県東予東部ごみ処理施設広域化・集約化の実現可能性調査業務」を実施し、費

用面では集約化のメリットが確認された。

2023（令和５）年度に四国中央市が単独整備の方針を決定したため、本市と新居浜市で検討を

継続することとなった。本協議会での調査研究チームの設置期限が2023（令和５）年度末であっ

たことから、期限到来に合わせてチームを解散し、次期ごみ処理施設の集約化については、両市

の担当部署による検討を続けている。

３　愛媛県市町総合事務組合

愛媛県市町村職員退職手当組合、愛媛県消防団員等災害補償退職報償金組合、愛媛県市町村交

通災害共済組合、愛媛県自治会館管理組合、愛媛県町村議会議員公務災害補償等組合の５組合が

統合し、地方自治法第285条に基づいて2005（平成17）年４月に設立された。県内の市や町など

で構成される複合的一部事務組合（特別地方公共団体）である。

同組合では、次の５分野で構成団体の共同事務処理を行っている。

①　職員の退職手当の支給

②　消防団員等公務災害補償及び退職報償金事務

③　交通災害共済事務

④　会館の管理及び運営

⑤　市町議会議員の公務災害補償等

本市は設立時から②の事業において構成団体となっている。③の交通災害共済事務にも加わっ

ていたが、加入者数の減少や民間損害保険の普及などの理由から2017（平成29）年３月末で取扱

いを終了した。
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４　愛媛地方税滞納整理機構

三位一体改革の一環として地方への税源移譲が予定される中、県及び県内全市町が協働して税

収確保を促進するため、2006（平成18）年４月に地方自治法第285条に基づき、県内の市町税の

徴収を専門に行う広域的な組織（県内全市町加入の一部事務組合）として設立した（詳細は２編

５章３節で記述）。

５　愛媛県後期高齢者医療広域連合

老人医療費が増大する中、高齢者世代と現役世代の費用負担が財政運営の責任の明確化を図る

ことを主な目的として、健康保険法等の一部を改正する法律により、2008（平成20）年４月から

従来の老人保健制度が後期高齢者医療制度に変更された。後期高齢者医療制度は、75歳以上の人

及び65歳以上で申請により一定以上の障がいがあると認定された人が加入する医療保険制度であ

る。対象者はそれまで国民健康保険や被用者保険などの医療保険に加入していたが、同制度の運

用開始により、都道府県を単位とした後期高齢者医療広域連合が創設され、新たな運営主体と

なった。

愛媛県後期高齢者医療広域連合には、県内全ての市町が加入し、広域連合が行う事務には、広

域計画の策定や保険料の決定、医療費の給付などが含まれる。また、財政責任を持つ運営主体と

いう意味では、後期高齢者医療制度における保険者であり、保険者機能を発揮することが期待さ

れている。各市町は、被保険者証（令和６年12月２日以降は資格確認書）の引き渡し、保険料の

徴収に関する事務及び各種申請の受付等の窓口業務を担当する（詳細は、５編３章１節で記

述）。

１　東予ものづくり三市連携推進協議会

2009（平成21）年度から本市と新居浜市、四国中央市との間で「３極連携構想」が進められ

た。３市を一つの自立した都市圏域として考えた場合、総人口33万人、製造品出荷額２兆円超に

及ぶ大きな潜在力を持っており、３市が自主的かつ自発的に協力して、医療機関などの連携によ

る地域医療体制の見直しや、災害発生時の相互援助体制の強化、地産地消の推進などに取り組

み、圏域全体の活性化を図ろうという構想である。

３極連携構想を踏まえて、ものづくり産業振興という共通目標を持つ３市が連携して、一体的

な地域活性化に取り組んでいくため、2016（平成28）年３月に結成されたのが「東予ものづくり

三市連携推進協議会」である。各市の副市長、企画担当部長及び産業担当部長をもって組織し、

３市間の連携事業を実施した。

推進協議会では、一体感を持って事業を展開していくことを目的として、2016（平成28）年８

月に圏域の愛称を募集した。愛称は愛にあふれた三つのものづくり産業都市が光り輝くことを

願った「愛媛ものづくり　さんさん都」に決定した。
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具体的な取組としては、合同就職説明会や中小企業工場管理者養成事業、観光分野における広

域プロモーション事業、移住フェア出展事業などを推進している。

2019（令和元）年４月から11月まで、３市を舞台にしたエリア初の地域振興イベント「えひめ

さんさん物語」を開催した。イベント終了後も、「ネクスト・さんさん」として、ものづくりの

現場を体感するオープンファクトリーなどを継続的に実施している。

２　石鎚山系魅力発信

石鎚山系で接している本市と久万高原町、高知県いの町、大川村の２県４市町村は、県境を越

えて観光ＰＲの連携を図っており、2016（平成28）年からは「石鎚山系の魅力発信及び持続可能

な資源とする事業」が、2018（平成30）年には「四国西部エリア戦略型観光サービス創出事業」

が国の地域再生計画に認定された。これを受けて、同年11月に４市町村や関係企業の出資によ

り、石鎚山系の魅力を多方面から発信する第三セクターの新会社、㈱ソラヤマいしづちを設立し

た（８編６章４節を参照）。

３　愛媛県市町連携推進プラン

愛媛県では、全国に先駆けて2011（平成23）年２月に知事と20市町長で組織する「県・市町連

携政策会議」を設置し、県・市町連携の取組を本格始動させた。2012（平成24）年３月には、連

携の理念や施策の具体的な取組をまとめた「県・市町連携推進プラン」を策定した。これ以降毎

年度、新たに取り組むべき連携施策を県・市町双方から提案し合い、協議・検討を行って各年度

版のプランを作成している。同プランにより二重行政の解消だけでなく、防災・減災対策の深化

や自転車新文化の創造など、顕著な成果も生まれた。また、2018（平成30）年７月に起きた西日

本豪雨災害における市町間カウンターパート方式による迅速な人的支援、新型コロナウイルス対

策における指揮系統や情報管理の一元化など、「チーム愛媛」としての強固な県・市町連携が非

常時に際して効果的に機能している。
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本市の国際交流は合併前の２市２町の交流事業を引き継ぐ形でスタートした。旧西条市の友好

都市である中国・保定市との交流事業や国際交流員招致事業は継続し、旧西条市、旧東予市、旧

丹原町で行っていた中・高校生海外派遣事業は一本化した。

合併後、ベトナム国・フエ市と2018（平成30）年に、オーストリア国・セーボーデン市と2019

（令和元）年に友好都市協定を締結した。

また、1996（平成８）年に旧丹原町民から旧丹原町へ寄附された3,100万円について、合併時

に西条市国際交流基金を設立して全額を積み立て、国際交流事業に活用している。

市内在住の外国人数も徐々に増加し、市内各地域で様々な国際交流活動を行っていく中、2015

（平成27）年２月、西条市国際交流協会を設立した。2021（令和３）年２月にはＮＰＯ法人とし

て法人化した。

１　交流の経緯

中華人民共和国河北省・保定市との交流は旧西条市から引継ぎ、合併後も、済生会西条病院と

保定第一中心医院間における医療機関同士の交流や周布小学校と厚福盈小学校間における児童作

品による交流、また、西条・中国親善交流協会による河北大学生の受入による市民交流など、民

間レベルでの交流を柱として友好関係を維持している。

２　合併後の交流

第９章　国際交流

第１節　本市における国際交流の経緯

第２節　保定市との交流

第２編　行財政 第９章　国際交流

平成16年

平成18年

平成19年

平成22年

平成23年

平成26年

平成28年

令和４年

令和５年

令和６年

友好都市提携10周年記念事業を実施

保定市北区友好訪日団が来西

書道団体書神会訪中団が保定市を訪問

保定市第一中心医院から医療交流生が来西

河北省保定市友好都市訪問西条市民の会が保定市を訪問

西条市訪中代表団が保定市を訪問

友好都市提携20周年記念事業を実施

保定市河北大学外国語学院日語科訪日団が来西

保定市の名物料理「ロバ肉バーガー」を日本風にアレンジして市内の

全小中学校の給食に提供

保定市河北大学西条市訪問団が来西

友好都市提携30周年記念事業を実施
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１　交流の経緯

ベトナム社会主義共和国トゥア・ティエン・フエ市とは、地形的に共通点があり、台風災害で

同様の被害を受けたことから、フエ農林大学と京都大学大学院地球環境学堂の共同研究チームが

2005（平成17）年12月に来西したことをきっかけに交流が始まった。その後も防災活動による交

流が続き、2012（平成24）年８月、全国初となるベトナムからの国際交流員を招致した。

2013（平成25）年にはフエ市最大のフェスティバルであるフエ伝統工芸フェスティバルに参加

して本市のブースを出展し、本市の伝統工芸や観光のＰＲ活動を行った。以降、2015（平成27）

年、2017（平成29）年、2019（平成31）年、コロナ禍をはさみ2023（令和５）年にも同フェス

ティバルに参加している。

２　友好都市提携締結

防災活動、フエ市出身の国際交流員の招致、フエ伝統工芸フェスティバルへの継続参加等によ

る交流が深まったことを受け、2018（平成30）年４月５日、本市で友好都市提携調印式を挙行し

た。調印式では、フエ市人民委員会の委員長と本市市長が今後の交流促進を約束した。

３　近年の交流状況

１　交流の経緯

オーストリア共和国ケルンテン州・セーボーデン市にあるヨーロッパ最大規模の日本庭園「盆

栽ミュージアム」に本市の青石が展示されていることをきっかけに交流が始まった。2017（平成

29）年11月には玉井市長がセーボーデン市を訪問し、本市との交流について意見交換するととも

に、駐オーストリア大使にはスポーツクライミングを通じたオーストリア共和国との交流につい

て協力を依頼した。同年12月には駐日大使が本市を訪問した。

2018（平成30）年４月には、本市がオーストリアの東京オリンピック事前合宿のホストタウン

として登録され、同国のミュージシャンの来西など、スポーツ・芸術面でも交流がスタートした。

第２編　行財政 第９章　国際交流

第３節　フエ市との交流

第４節　セーボーデン市との交流

平成31年

令和２年

令和４年

令和６年

政策研究院大学（ＧＲＩＰＳ）の要請でベトナム中央省幹部等が来西

甚大な浸水被害を受けたフエ市へ、市や市民、市内経済団体等が

義援金を送る

フエ市の名物料理ブン・ボー・フエを市内全小中学校の学校給食で提供

甚大な浸水被害を受けたフエ市に見舞金を送る

合併20周年記念事業の一環でフエ市代表団を招聘

市民有志から構成される「西条ベトナム会」が発足
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平成24〜令和元年

平成23年

平成20〜22年

平成17〜19年

２　友好都市提携締結

こうした文化的な交流を経て、「日本・オーストリア友好150周年」に当たる2019（令和元）

年５月、セーボーデン市で両市の友好都市提携を締結した。調印式は盆栽ミュージアムで行い、

在オーストリア大使館の特命全権大使やケルンテン州知事など、多くの人が出席し、両市の友好

都市提携を祝福した。

３　近年の交流状況

１　中学生海外派遣事業

合併前の旧西条市は中・高校生（各２年生）をアメリカへ、旧東予市は中学生（２年生）を

ニュージーランドへ、旧丹原町は中学生（３年生）をオーストラリアへ、それぞれ夏休みに10日

間前後派遣する国際理解教育事業（海外派遣事業）を実施していた。

これらの事業は合併後、「中学生海外派遣事業」として一本化して、市教育委員会が主催し、

国際的な視野に立って様々な課題に取り組むリーダーを育てることを目的として、夏休みにおお

むね７日間のホームステイを含む11日間の海外派遣を行っていた。しかし、コロナ禍により2019

（令和元）年を最後に、事業を終了している。

実施状況は次のとおりである。

第２編　行財政 第９章　国際交流

第５節　中・高校生海外都市との交流事業

令和元年

令和３年

令和５年

オーストリアのクライミング代表選手が東京オリンピックの事前合宿を

本市で実施

本市に縁のあるヘーデンボルグ３兄弟によるコンサートを開催

西条農業高校生が開発したレシピにより調理した特製鉄板ナポリタンを

オーストリア大使館へ提供

東京オリンピック・パラリンピック担当大臣から

ホストタウン功労者感謝状を受賞

セーボーデン市の名物料理ウィンナー・シュニッツェルを市内全小中学校の

学校給食で提供

駐オーストリア日本国特命大使が来西し、盆栽庭園や酒蔵、クライミング

施設などを視察
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２　市内高校生と海外高校生との交流事業

(1) 高校生海外スタディツアー

合併前からの旧西条市の交流校であったアメリカウィスコンシン州メノモニーフォールズ高校

と交流を継続し、高校生が海外でホームステイし、現地の高校生との交流等を通して国際理解を

深めるとともにコミュニケーション能力を培い、国際社会を生き抜いていくことのできる人材の

育成を目的として、2005（平成17）年度から2014（平成26）年度まで５回のスタディツアーを実

施した。

2014（平成26）年に当該校の日本語学科が廃止され、交流の継続が困難となったことから、

2016（平成28）年度からは、訪問先をサンフランシスコへ変更し、ジョージ・ワシントン高校へ

の海外スタディツアーを開始した。同地へは、2016（平成28）年度と2018（平成30）年度、コロ

ナ禍による中止を経て、2023（令和５）年度に訪問している。参加生徒は各15人程度で、事前研

修を行った上で現地研修を行い、帰国後は事後研修と報告会を行っている。事業費については、

西条市国際交流基金を活用している。

(2) 海外高校生受入事業

高校生海外スタディツアーにおける訪問校との相互交流として、海外高校生受入事業を実施し

ている。交流校が変更して以降では、2018（平成30）年６月、ジョージ・ワシントン高校生23人

と引率教員４人の計27人を本市で受け入れ、市内高校の訪問や農業体験、伝統文化体験などを通

して高校生及び市民との交流を深めた。コロナ禍による中止を経て、2023（令和５）年６月に再

開した。

(3) ジョージ・ワシントン高校ペンパル交流

2015（平成27）年度から毎年市内高校生とジョージ・ワシントン高校日本語学科の生徒の間で

手紙による交流（ペンパル交流）を行っている。当初は西条、丹原、小松高校の３校の参加で

あったが、2018（平成30）年度からは市内全ての高校が参加している。この取組を通じて、本市

内の高校生とジョージ・ワシントン高校生との交流が活発となり、ペンパル交流した生徒がスタ

ディツアー等を利用して訪問しあうなど、継続的かつ有意義な交流につながっている。

(4) ヤングリーダー育成プログラム

2016（平成28）年、ワシントン州日米協会からアメリカの小学校を紹介する教材の寄贈を受け

たことをきっかけにスタートした西条市国際交流協会主催事業である。夏休み期間中、市内高校

生５～９人をアメリカ・ワシントン州シアトル市へ派遣し、ワシントン州日米協会と親睦を図り

ながら、ホームステイや企業訪問を通して、国際社会にふさわしいリーダーシップ能力を身に付

けることを目的としている。2016（平成28）年度から始まり、2019（令和元）年度まで計４回開

催した。

第２編　行財政 第９章　国際交流
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本市では、合併前の1993（平成５）年度から市民の国際感覚と国際意識の高揚を図ることを目

的として、語学指導等を行う外国青年招致事業（ＪＥＴプログラム）を活用し、2024（令和６）

年度までにアメリカとベトナムから13人の国際交流員（ＣＩＲ）を誘致している。

地域における国際化の推進を図るため、市民団体等の要請によって国際交流員を派遣している。

これまでに招聘した国際交流員は図表２-９-１のとおりである。

図表２-９-１　歴代国際交流員

市内在住外国人が徐々に増加し、市内各地域で国際交流団体等による国際交流活動が活発に行

われていく中、市全体として国際交流活動を取りまとめる組織の立ち上げの必要性が高まり、

2015（平成27）年２月に西条市国際交流協会が設立され、2021（令和３）年２月には、更なる国

際交流活動の推進を図るため、ＮＰＯ法人として法人格を取得した。

同協会は、本市及びその周辺に住む全ての人に対して国際交流に関する事業を行い、地域に暮

らす多くの人と協力して地域の活性化及び多文化共生の推進に寄与することを目的としている。

協会の事務所は、「ＳＡＩＪＯ　ＢＡＳＥ」の完成に伴い庁舎内から移転し、活動を広げて

いる。

第２編　行財政 第９章　国際交流

第６節　国際交流員

第７節　西条市国際交流協会
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2017（平成29）年６月、日台観光サミットが四国で開催されるに当たり、同月２日に「日台鉄

道観光フォーラム」を西条市総合文化会館で開催するとともに、フォーラム記念展「日本と台湾 

鉄道が繋ぐ未来～西条市が生んだ３偉人の功績～」を市庁舎新館で行った。本市出身で「台湾電

力の父」と呼ばれる松木幹一郎氏とのつながりもあり、サミットの開催をきっかけに本市と台湾

との間で深い交流が生まれるよう、これ以降、本市は積極的な情報発信を続けている。

2021（令和３）年４月には、官民連携による西条市台湾交流推進協議会を設立した。同協議会

は、台湾とのビジネス交流の拡大に向け、産業連携・ビジネスマッチングの推進、農林水産物・

加工品の販路拡大、観光促進を３本柱とする事業を展開していくことが目的である。

2023（令和５）年２月には、市長と同協議会委員らが台湾を訪問し、台中市の高級スーパー

マーケット「裕毛屋」でトップセールスを行うとともに、松木幹一郎氏が開発に携わった大観発

電所の視察などを実施した。また、日台間の産業連携支援機関である台日産業連携推進オフィス

（ＴＪＰＯ）を表敬訪問し、本市と台湾間の産業連携に向けての意見交換を行った。

2024（令和６）年９月には丹原高校園芸科学科の生徒が台湾研修に出かけ、裕毛屋でグローバ

ルＧＡＰを取得した同校産ブドウの販売プロモーションを実施した。

第２編　行財政 第９章　国際交流

第８節　台湾との交流
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１　西条市行政改革大綱・集中改革プラン

2004（平成16）年12月に閣議決定された「今後の行政改革の方針」を踏まえて、総務省が策定

した「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」では、全ての地方自治体に

対し、行政改革大綱の見直しと集中改革プランの公表及び住民に対する説明責任の確保を求め

ていた。

本市は、合併のメリットを最大限に発揮し、地方分権の時代にふさわしい簡素で効率的な行財

政システムを構築するため、2006（平成18）年３月に、2005～2009（平成17～21）年度の５年間

を推進期間とする西条市行政改革大綱及び集中改革プランを策定した。同大綱では、ニュー・パ

ブリック・マネジメントと地域との協働をキーワードとして、ＰＤＣＡのマネジメントサイクル

を構築し、経営的な視点に基づいて市政の質的転換を図ることを基本理念とし、①スリムで質の

高い行政運営システムの構築、②自立性が発揮できる行政体制の確立、③地域との協働によるま

ちづくりの推進、④分権型社会に対応した財政運営の推進の４方針に基づき行政改革を進めてい

くこととした。

また、行政改革の推進体制として、内部組織として西条市行政改革推進本部及び幹事会を設置

し、市民の参画を図るため、有識者で構成する西条市行政改革推進委員会を設置した。

上記の行政改革大綱の推進期間終了後、景気の低迷と厳しい財政状況など、更なる行政改革が

必要とされていたことから、2012（平成24）年３月に、2011～2014（平成23～26）年度の４年間

を推進期間とする第二次行政改革大綱及び集中改革プランを策定した。

2016（平成28）年３月には、2016～2021（平成28～令和３）年度の５年間を推進期間とする第

三次西条市行政改革大綱及び実施計画を策定した。

第三次行政改革大綱の推進期間後は、新たな行政改革大綱を策定せず、本市の現状や適時性の

ある課題に対して課題解決に臨むこととした。

２　職員提案制度

職員から事業の企画提案を募る職員提案制度は、２市２町でそれぞれ実施していたものを合併

後に調整して実施しており、市の業務改善に関する提案、市民サービスの向上に関する提案、そ

の他事務の効率化及び改善に関する提案を募集し、庁舎等空スペースの活用等を採択している。

３　情報フォローアップ研究会

情報フォローアップ研究会は、若手職員が自らの課題について調査研究を行うことを主眼とす

る自主研究グループである。旧西条市において設置し、活発に活動がなされ職員の自己研鑽・能

力開発にも効果が生まれていることから、合併後も継続することとなった。

第10章　行政改革・政策研究

第１節　行政改革

第２編　行財政 第 10 章　行政改革・政策研究
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研究会の調査研究事項としては、市の行政事務運営の効率化及び事務改善に関すること、市政

の推進に寄与する施策に関すること、市政の推進に関して参考になることなど、かなり広い範囲

で自由に研究活動を行っている。研究会からの提言については、テーマごとの所管課に引き継が

れている。

４　事務事業評価

事業成果を客観的に評価する行政評価システムについては、新市建設計画に「行政評価（政

策・施策・事務事業）システム及びバランスシートの導入による行政コストの健全化の推進」を

明記しており、第一次行政改革大綱及び第二次行政改革大綱においても行政評価システムの導入

を掲げていた。

第三次行政改革大綱では「事業・業務の見直し」と表現し、実施計画では「限られた財源の有

効活用と、より効率的な事業及び業務を実施するため、庁内で統一的な方針の下、各種事業及び

業務の必要性や効率性などを自己評価し、見直しに繋げる手法を確立するとともに、類似事業な

どの統合や改廃に向けた取組を行います」とした。

2024（令和６）年度現在、この方針を引継ぎ、事業見直しに取り組んでいる。

５　指定管理者制度の導入

指定管理者制度は、2003（平成15）年の地方自治法改正によって創設された制度で、公の施設

の管理に民間事業者等の有するノウハウを活用することにより、多様化する住民ニーズに効果

的・効率的に対応していくことを目的としている。普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的

を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めによって民間事業者も含む「法

人その他の団体」を管理者として指定することができる。

制度創設前の管理委託制度との違いとして、公の施設の管理運営主体は、公共団体、公共的団

体、出資法人に限定されていたが、指定管理者制度においては、法人その他の団体であれば、管

理運営主体に特段の制限はない。また、指定管理者による施設使用許可処分も可能になるなど、

管理委託よりも主体的な管理運営が可能である。その一方で、管理期間が定められている。

本市では、2005（平成17）年７月に「西条市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する

条例」を制定し、2006（平成18）年度から指定管理者制度を導入した。

これまで本市において指定管理者制度を導入した施設の一覧は、図表２-10-１のとおりである。
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指定期間

西条市丹原高齢者生活福祉センター

（福）

（福）

（福）

（福）

（福）

（福）

（福）

図表２-10-１　指定管理者制度導入施設一覧
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（一社）

H19.4.1～H22.3.31、H22.4.1～

６　補助金等の見直し

(1) 見直しの経緯

本市が交付している補助金等については、合併に伴う激変緩和を考慮し、サービス水準を維持

するため、合併前の旧団体の補助金等を引き継いだ上で市内全域に広めたことから、補助金の総

額が2014（平成26）年度の当初予算ベースで約120億円に上っていた。補助金等は、公益的な市

民活動の活性化等、本市の施策を展開するうえで重要な手段であるが、交付の長期化や地域間で

の格差等課題について検討しなければ不公平な結果を生むとともに、効率的で効果的な予算執行

の妨げとなるおそれがあることから、同年度に、外部有識者による検証を行い必要な見直しを行

うこととした。

見直しに当たっては、次の視点を重視した。

①公益性　②必要性　③妥当性　④公平性

市単独の補助金165件を見直し対象とし、そのうち見直しが必要と判断したもの及び継続とし

たものの客観的評価が必要と思われる70件について、外部委員５人で構成される西条市補助金等

検討委員会に諮り、検証・提言を受けた。
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(2) 見直しの結果

検証の結果、70件のうち38件について何らかの見直しが必要とされた。継続も含めた全補助金

の検証結果は、図表２-10-２のとおりである。このうち次の11補助金が廃止と判定され、その

後、これらの補助金については廃止した。

▽友好都市市民交流補助金　▽交通安全母の会運営補助金　▽原水爆禁止世界大会参加費補助

金　▽私立保育所遊具等整備補助金　▽長寿祝金支給事業　▽周桑鉄工業協同組合補助金　▽宅

地建物取引業協会西条支部補助金　▽四国たばこ耕作組合庄内支部補助金　▽凍結精液取扱事業

費補助金　▽危険物安全協会補助金　▽芸術文化賞顕彰事業補助金

図表２-10-２　補助金の検証結果一覧

７　公民館での住民票等の交付

本庁や総合支所から遠隔地に居住する住民の利便性向上のため、2014（平成26）年５月から、

地理的事情などを勘案して選定した飯岡公民館など７公民館において、住民票の写しと印鑑登録

証明書の交付を開始した。2024（令和６）年度末現在は、次の11の公民館の市民サービスコー

ナーで交付サービスを実施している。

①　住民票、印鑑証明書、戸籍証明書を発行している公民館…大保木、三芳、桜樹、石根

②　住民票、印鑑証明書を発行している公民館…飯岡、橘、禎瑞、加茂、庄内、田野、中川
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８　押印の見直し

本市では第二次行政改革大綱に基づき、2014（平成26）年度に各種申請書等への押印の必要性

について検証を行い、不要なものを廃止するなど、住民サービスの向上と事務の効率化を図って

きた。

その後、コロナ禍の2020（令和２）年、国の規制改革の一環として、押印見直しの動きが急速

に高まり、本市においても国の方針を受けて申請書等への押印の見直しについて方針を策定し、

2020（令和２）年度に押印の見直しを行い、500件の押印の義務付けを廃止した。

2024（令和６）年度にも見直しを行い、294件の押印の義務付けを廃止することとした。

９　広告掲載事業

本市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の事業活動を促進するとともに、企業等との

協働により市の新たな財源を確保し、もって市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るこ

とを目的として、2006（平成18）年度から実施している。

2024（令和６）年度末において広告掲載を行っている媒体…広報さいじょう、市ホームページ

バナー、窓口用封筒、市専用封筒、シティナビタ（地図案内板）、モニター機器（庁舎玄関等に

設置）

10　使用料・手数料の見直し

(1) 見直しの経緯

本市はこれまで、必要に応じて個別に使用料及び手数料を改定してきたが、一部の使用料等に

ついては、合併以後長年にわたり据え置きとなっている現状があり、市民全体の負担の公平性や

近隣自治体との均衡の観点などを踏まえ、受益者負担の適正化に向けた包括的な検討が望まれて

いた。

そこで本市は、2007（平成19）年９月に策定した「使用料、手数料の適正化に関する基本方

針」に基づき原価計算を行うとともに、市内類似施設の状況、近隣自治体との均衡等を考慮しな

がら、より適正な料金設定となるよう見直しを行った。

2019（平成31）年３月、市長は西条市使用料等審議会に対し、使用料・手数料の改定について

諮問を行い、同審議会は同年６月に市長に対し答申を行った。

なお、答申の付帯意見として、分かりやすい周知や次回見直し時における施設間の均衡や公民

館の個人利用における使用料徴収等、適正な徴収体制、運用コストの削減、今後に向けた意見聴

取の充実、市外利用者の徴収検討等の意見があった。

この答申に沿って使用料等の改定を行うため、2019（令和元）年の第３回12月定例会に西条市

手数料条例等を改正する条例案を提出し、賛成多数で可決された。

(2) 見直し結果

使用料については、体育関係施設、社会教育施設、福祉関係施設等について、原価計算と利用

実態に応じて適正な価格となるよう引き上げを中心とした料金改定を行った。
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＜対象施設＞

また、これまで無料としていた学校体育館施設の夜間の一般開放（照明使用時）や五百亀記念

館の利用についても有料化した。

手数料については、住民票や印鑑証明書などの証明書類はほぼ全て200円から300円に引上げ、

道前クリーンセンターの処理手数料は、従量制の単価区分を見直して引上げた。また、その他の

手数料は実態に応じて、据置き又は2～8％引上げとした。

11　ＲＰＡ導入推進事業

ＲＰＡはＲｏｂｏｔｉｃ Ｐｒｏｃｅｓｓ Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ（ロボティック・プロセス・

オートメーション）の略で、作成したシナリオに基づいて動作するパソコン上のソフトウェア型

ＡＩ搭載ロボットにより、エクセルでの入力など定型的な業務を自動化する仕組みである。人的

ミスがなくなり、職員が単純作業から解放されることにより、他の業務や課題発掘、政策企画立

案などの業務に時間を割けるようになり、市民サービスの向上につながることが期待される。

本市では2019（令和元）年度に、ＩＣＴ技術の導入に向けてワーキンググループを立ち上げ、

ＲＰＡの導入に適した業務を調査し、2021（令和３）年度まで実証実験を行い、３年間のトライ

アルを通じて一定の業務削減効果が期待できる結果が得られた。2024（令和６）年度は、３業務

において継続利用中である。

12　指定金融機関輪番制

合併後、本市の指定金融機関は伊予銀行となったが、合併直前の指定金融機関は旧西条市及び

旧小松町が伊予銀行、旧東予市及び旧丹原町が周桑農業協同組合であった。新市の指定金融機関

決定に際しては、合併協議会において、公金取り扱い実績、支店数、経営状況等を総合的に比較

検討して選定した。

しかし、近隣市町では３年交代の輪番制を取り入れているところもあった。輪番制のメリット

としては、市内広域に支店を有するなど一定の条件が整っている金融機関に参加の機会が与えら

れ、公平性が確保されること、輪番制に指定された金融機関がお互いに競い合うためサービスの

向上につながること、複数の金融機関が指定金融機関を経験することにより、災害時等に指定金

融機関の代行をスムーズに実施させることなどがある。

こうした効果を見据え、2018（平成30）年度から、指定金融機関を公募する形で輪番制を導入

した。
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輪番制導入後、2024（令和６）年度時点での指定金融機関は愛媛銀行となっているが、導入に

より愛媛銀行での市金庫の受付時間が16時から16時半まで延長されるなど、一定の市民サービス

向上効果が現れている。

13　窓口改革

合併前の旧東予市の取組を引継ぎ、合併後も本庁及び各総合支所の一部窓口において、毎週木

曜日に窓口開庁時間を延長している。

2023（令和５）年４月からは、コンビニ交付等の証明書発行サービスが充実してきたことか

ら、延長時間をそれまでの19時までから18時15分までに変更した。

また、年度末から年度初めの時期にかけての窓口混雑を緩和するため、年度末最後の日曜日に

臨時開庁（平成26年度末から開始）、年度末から年度初めにかけての１週間の平日に時間延長

（平成23年度は年度当初のみ、平成24年度以降は年度末と年度当初）を実施している。

大手銀行の不正経理等の不祥事を受け、2006（平成18）年５月施行の会社法で、内部統制シス

テムの構築に関する基本方針の決定が義務付けられた。公共部門においても、2016（平成28）年

３月、第31次地方制度調査会において「人口減少社会に的確に対応する地方行政体制及びガバナ

ンスの在り方に関する答申」がなされ、その中で「地方公共団体における事務が適切に実施さ

れ、住民の福祉の増進を図ることを基本とする組織目標が達成されるよう、事務を執行する主体

である長自らが、行政サービスの提供等の事務上のリスクを評価及びコントロールし、事務の適

正な執行を確保する体制（内部統制体制）を整備及び運用することが求められる。」とされた。

また、2017（平成29）年の地方自治法改正により、内部統制に関する方針の策定等が都道府県

及び指定都市については義務付け、その他の市町村については努力義務となった。

上記の流れを受け、本市においても、法改正の趣旨に基づき内部統制体制の整備に向けた検討

を行い、2018（平成30）年５月に「西条市職員コンプライアンス推進指針」を策定した。また、

コンプライアンス推進体制として、図表２-10-３の体制を構築した。

また、2006（平成18）年４月に施行された公益通報者保護法の趣旨を踏まえ、従前の「西条市

公益通報処理基準」に代わり、本市のコンプライアンスを推進するため、2017（平成29）年６月

に「西条市職員等の内部通報等の処理に関する要綱」及び「公益通報者保護法に基づく外部の労

働者からの通報等の処理に関する要綱」を新たに制定し、公益通報制度の拡充を図っている。
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◇不祥事等発生時調査

（担当課）
報告 報告市長

◇公益通報調査

（行政管理課）

コンプライアンス
推進本部

 （本部長：市長

副本部長：副市長

本部員：部長級等職員）

【事務局：行政管理課】

【所掌事務】

・コンプライアンスを推進するための方

針決定

・不祥事等発生時、再発防止策協議、情

報共有

・公益通報に対する協議

コンプライアンス研究会

（中堅・若手職員

  ：各部局から 1 人）

【所掌事務】

・課題の抽出

・推進に必要な施策の企

業立案

◇研修・情報共有

（職員課・行政管理課）

提 

供

報 

告

全職員（臨時職員を含む）

指 

示

指導

◇不祥事等発生時調査

（担当課）
報告 報告市長

◇公益通報調査

（行政管理課）

コンプライアンス
推進本部

 （本部長：市長

副本部長：副市長

本部員：部長級等職員）

【事務局：行政管理課】

【所掌事務】

・コンプライアンスを推進するための方

針決定

・不祥事等発生時、再発防止策協議、情

報共有

・公益通報に対する協議

コンプライアンス研究会

（中堅・若手職員

  ：各部局から 1 人）

【所掌事務】

・課題の抽出

・推進に必要な施策の企

業立案

◇研修・情報共有

（職員課・行政管理課）

提 

供

報 

告

全職員（臨時職員を含む）

指 

示

指導

図表２-10-３　コンプライアンス推進体制
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１　自治政策研究所

(1) 組織と活動概要

西条市自治政策研究所は、2017（平成29）年11月に市の経営戦略部内に行政組織の一部として

開設した内在型自治体シンクタンクである。中国四国地方としては初めての自治体シンクタンク

であり地域の中長期的な政策課題に対する調査研究を行うことを目的としている。外部の有識者

が政策形成アドバイザーとして加わっているが、研究所は庁舎内に設置し、経営戦略部の一部と

して機能している。自治体シンクタンクとしての専門性を持ち、政策課題の解決に向けた調査研

究を行っている。また、次世代の行政職員を育成するための階層別人材育成システムを確立し、

基礎から応用までの教育プログラムを提供している。

本研究所の機能としては、次の３点がある。

①　調査研究機能…特定の研究テーマに基づき調査研究活動を行う。

②　政策支援機能…主要データの収集、加工、分析などを行う。

③　政策形成能力育成機能…講座や研修を通じて職員の政策形成能力向上を支援する。

本研究所がこれまでに成果報告書をまとめた研究内容としては、次のものがある。

・2018（平成30）年度…「『健幸都市西条』実現への挑戦　～健康寿命を延ばす３つの戦略～」

　　「人口減少対策に関する研究～西条市が目指す人口の展望と施策の方向性～」「高校生との

　　共同研究を継続的に実現する改善策の考案～ローカルファンド共同研究を通して～」「2040

　　年西条市の未来予想と施策の方向性について」

・2019（令和元）年度…「『健幸都市西条』実現への挑戦～住んでいるだけで健幸になれるま

　　ちへ～」「愛媛県人口集中地域の住民から選ばれ続ける自治体の実現に向けた具体的事業の

　　立案に関する研究～西条市が目指す人口の展望と即効性の高い政策の提案～」「次期総合計

　　画のあり方と総合計画を核としたトータル・システム構築に向けた研究」「西条市における

　　データ利活用に関する研究」

・2020（令和２）年度…「西条市版ＳＤＧｓのあり方と実現に向けた戦略～将来世代へ繋いで

　　いこう！豊かな自然とみんなの笑顔を～」

・2021（令和３）年度…「アクアトピア水系および周辺公共施設を活かしたまちづくりに向け

　　た具体的な事業の立案～住みたい西条の実現に向けた水辺空間を活かした賑わいの創出へ～」

・2022（令和４）年度…「西条市における持続可能な地域モビリティ環境の構築に向けた提言」

・2023（令和５）年度…「森林環境譲与税の活用に向けた具体的施策の提言」

・2024（令和６）年度…「西条市に効果的な空き家対策に向けた具体的施策の提言」

第２編　行財政 第 10 章　行政改革・政策研究

第３節　政策研究

— １５４ —



(2) 階層別人財育成システム

西条市自治政策研究所が行政内部の組織として設置されている効果として、活動そのものが人

材＝人財育成につながっているということである。本研究所では、次のような三層構造の階層別

人財育成システムを確立している。

①　一層目＝政策づくり基礎講座（入門編・基礎力編）

　若手の行政職員（一般行政職、技術職、保健師）を対象に、政策づくり基礎講座を開講し

　　　ている。対象となるのは、2020（令和２）年度までは入庁から４・５年目の職員だった　

　　　が、2021（令和３）年度からは３・４年目の職員、2022（令和４）年度からは３年目の職

　　　員が受講対象となっている。

②　二層目＝政策形成実践研修（プレ研究）

　2020（令和２）年度から始めた取組で、主に35歳未満の若手職員を対象として５人程度で

　　　結成したプレ研究チームによる調査研究活動である。おおむね１か月に１回、半日程度研

　　　究所に集まり、政策形成アドバイザーの指導や講義も交えながら、特定のテーマについて

　　　研究を行っている。

③　三層目＝特定研究員による調査研究活動

　特定研究員は、主に30代の職員が対象で、３人によりチームを作っている。おおむね１週

　　　間に１回、半日程度研究所に集まって活動をしている。また、論文形式による最終報告書

　　　を作成することが必須とされ、調査研究は、年度末に開催する職員向けの活動報告会で発

　　　表している。

２　政策形成アドバイザー

前述の西条市自治政策研究所は基本的に職員のみによる自主的な運営が特徴だが、自治体シン

クタンクとしての一定の専門性を維持するため、外部有識者を政策形成アドバイザーとして設置

している。現在のアドバイザーは、関東学院大学法学部地域創生学科の牧瀬稔教授の１人だが、

2017（平成29）年11月から2020（令和２）年３月までは当時愛媛大学の副学長であった西村勝志

氏もアドバイザーを務めていた。
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本市では合併時の協議により、「合併時に電算システムを統一する」「合併前に情報通信基盤

（ネットワーク）の整備を図る」こととし、各市町で個別に運用していた業務系システムを統合

し、一体化して運用することとした。

１　業務系システムの構築と運用

住民記録や税、福祉関係など、いわゆる基幹系業務システムと呼ばれ、外部ネットワークへ接

続しない閉鎖ネットワーク内で運用するシステムは、本市では約65システムが存在する。これら

基幹系業務システムでは、多くのシステムが一体となったパッケージシステムを採用することに

より、各システム間のデータ連携をスムーズに行い、情報の信頼性の向上と業務効率化につなが

るようにしている。

2019（令和元）年度には、基幹系業務55システムについて、サーバー機器を市役所の庁舎内に

設置して運用する自庁方式から、民間のデータセンターを利用した単独クラウド方式に運用方法

を変更した。これにより、故障発生リスクを抑え、安定した稼働ができるようになった。

電子計算システムについては、より高い住民サービスの提供や事務処理の効率化・省力化のた

め、合併時に、旧２市２町の住民情報等のデータを統合して、人口約12万人の都市にふさわしい

安定性の高い電子計算システムを構築し、合併と同時に運用を開始した。当初の端末機は管理端

末11台、クライアント336台の計347台、プリンタはページプリンタ193台、ドットプリンタ８台

の計201台であった。

以降、各業務システムの稼働状況について検証及び聞き取り調査を実施した上で、システムの

改善を行っている。また、それぞれの制度に沿って安定的な運用を図れるよう、適宜システムの

改修を実施している。

2024（令和６）年度時点で稼働中の電子計算システムは、図表２-11-１のとおりである。
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図表２-11-１　主な稼働中の電子計算システム（R６年度）

２　住民情報のネットワーク化

(1) 住民基本台帳ネットワークシステム

住民基本台帳ネットワークシステム（住基ネット）は、1999（平成11）年の住民基本台帳法改

正により、行政機関等に対する本人確認情報の提供や市町村の区域を越えた住民基本台帳に関す

る事務の処理を可能にするため、地方公共団体共同のシステムとして、各市町村の住民基本台帳

をネットワーク化し整備した。

2002（平成14）年８月５日の第一次稼働によって、住民に対して11桁の住民票コードの通知が

始まるとともに、行政機関への本人確認情報の提供が開始された。これにより、従来必要とされ

た住民票の写しの添付が省略できるようになった。

2003（平成15）年８月25日の第二次稼働では、住民基本台帳カード（住基カード）の発行が開

始された。

住基カードは、個人の住所、氏名、生年月日、性別、住民票コード等が記録されたＩＣカード

で、2003（平成15）年８月から合併前の各市町で運用が開始となり、合併後はシステムやカード

の様式を統一して引き続き運用を行った。顔写真付きの有無を選択でき、顔写真付タイプは、個

人の身分証明書としても利用された。

マイナンバー制度の開始に伴い、住基カードの新規発行は2015（平成27）年12月で終了した。
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図表２-11-２　住民基本台帳カード発行件数

(2) マイナンバー

2013（平成25）年に成立したマイナンバー法は、正式名称を「行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律」といい、個人番号（マイナンバー）・法人番号の利

用に関する基本理念や、市町村による個人番号カード（マイナンバーカード）の発行、特定個人

情報（個人番号をその内容に含む個人情報）の提供や保護などについて定めている。

本市では、2015（平成27）年11月から全住民に対してマイナンバーを記載した通知カードの送

付を行い、翌年１月から希望する住民に対してマイナンバーカードの交付をスタートした。

マイナンバーカードにはＩＣチップが内蔵されており、署名用電子証明書と利用者証明用電子

証明書が搭載されている。前者は税の確定申告など電子文書を送信する際に使い、後者はコンビ

ニでの証明書交付などの際に本人証明のため利用できる。

2019（令和元）年９月に、国がマイナンバーカード取得者に対するポイント（マイナポイン

ト）還元政策を打ち出したのを受け、本市は12月から翌2020（令和２）年３月にかけて本庁及び

各総合支所に支援窓口を設置し、マイナポイント事業の説明やマイナポイントを受け取るために

必要な手続きの支援を行った。2022（令和４）年度からはマイナポイント事業第２弾を開始し、

再度本庁及び支所にもマイナポイント取得支援窓口を設置した。

同年３月からは、マイナンバーカードがあればコンビニで住民票の写しなどの交付を受けられ

るサービスを開始した。また、国が運営するマイナポータルの電子申請機能「ぴったりサービ

ス」を導入するなど、マイナンバーカードの利用拡大を図っている。

マイナンバーカードの多機能化も進んでおり、2021（令和３）年10月から、マイナンバーカー

ドの健康保険証としての本格運用を開始した。2023（令和５）年５月からは、マイナンバーカー

ドの電子証明書機能がＡｎｄｒｏｉｄのスマートフォンに搭載できるようになり、マイナンバー

カードが手元になくても様々な電子申請や個人情報の閲覧が可能になった。2024（令和６）年度

末には運転免許証との一体化も始まった。

図表２-11-３は、マイナンバーカードの交付率の推移を示している。最新の交付率は、2024

（令和６）年度末現在、88.14％である。
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図表２-11-３マイナンバーカード交付率の推移

　３　自治体情報システムの標準化・共通化

自治体ごとにおける情報システムのカスタマイズによる諸課題を解決するため、標準化対象事

務20業務（固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、介護保険、国民健康保険、後期

高齢者医療等）について、標準化基準に適合した情報システム（標準準拠システム）の利用を義

務付ける「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」が成立し、2025（令和７）年度ま

でに、ガバメントクラウドを活用した標準準拠システムへの円滑な移行を目指すこととされてお

り、2024（令和６）年度現在、本市においても移行に向けた準備を進めている。

１　情報系システムの構築、運用

行政の情報化を推進するため、情報ネットワークシステム（庁舎内無線ＬＡＮ、庁内グループ

ウェアなど）の維持管理、運営及び職員に配置したパソコンの維持管理を実施している。

合併以降、旧市町において構築したネットワークを統合、再構築し、2016（平成28）年度には

国が提言した「マイナンバー利用事務系」、「ＬＧＷＡＮ接続系」、「インターネット接続系」

を分離する三層分離に対応するとともに、2019（令和元）年12月に、本庁舎に無線ＬＡＮを敷設

し、庁内のペーパーレス化を図った。2022（令和４）年度から、ワークフロー機能を利用した簡

易電子決裁の運用を開始し、また、同年度には、サイバーセキュリティ対応のためのＥＤＲや顔

認証システムを導入した。

２　グループウエア

合併当初から、事務の効率化や情報伝達の迅速化を図るため、全庁的に庁内ＬＡＮを整備し

て、全職員が情報を共有できるグループウエアを導入した。このグループウエアの機能として

は、電子メールのほか、文書を全職員が閲覧できる電子掲示板、帳票や要綱等を掲載する文書ラ

イブラリー、個人スケジュール、会議室予約等がある。

2022（令和４）年度から、ワークフロー機能を利用した簡易電子決裁の運用を開始した。

第２編　行財政 第 11 章　情報化

第２節　情報ネットワーク

— １５９ —



３　庁舎内無線ＬＡＮの構築、運用

庁舎内無線ＬＡＮは、セキュリティを確保した上で庁内のどこからでも情報系ネットワークに

接続できるようにするもので、紙データの電子化及び資料のペーパーレス化を進めるとともに、

業務の効率化を図るためにも重要なネットワークシステムである。2019（令和元）年度に本庁で

まず導入し、2021（令和３）年度には東予総合支所（当時）、丹原総合支所（当時）、小松総合

支所（当時）、保健センターにも導入した。

４　Ｗｅｂ会議システムの構築、運用

2020（令和２）年10月、本市は新型コロナウイルス感染症対策の一環として、庁内の業務にＷ

ｅｂ会議システムを導入した。緊急事態宣言の発出など、対面での打ち合わせや会議が難しい状

況においても、遠隔地間でオンラインミーティングができるようにするもので、ビデオ会議端末

として、Ｒｏｏｍ ｋｉｔなどを導入した。2021（令和３）年度には各公民館でもＷｅｂ会議が

できるよう、ＦｒｅｅＷｉ-Ｆｉを設置した。2022（令和４）年度にはＲｏｏｍ ｋｉｔなどを追

加導入するとともに、各会議室等にディスプレイを配置した。

５　テレワークシステムの構築、運用

Ｗｅｂ会議システムと同じく新型コロナウイルス感染症対策の一環として、2020（令和２）年

11月にテレワークシステムを導入した。直接のきっかけはコロナであったが、仕事と家庭の両立

＝ワーク・ライフ・バランスの向上や、業務の効率化、質の高い市民サービスの実現にもつなが

るものである。2020（令和２）年度は300ライセンスで導入し、2021（令和３）年度は全職員に

拡大した。

１　西条市ＤＸ推進戦略の策定

本市は2021（令和３）年12月に、西条市ＤＸ推進戦略を策定した。2022～2024（令和４～６）

年度の３か年計画である。策定の背景には、人口減少、少子高齢化の進展やニーズの多様化な

ど、急速な社会の変化に適応するために、デジタル技術等を活用した課題解決・価値創造の必要

性が高まっていることがあった。

戦略の基本理念は、「市民目線に立ち、行政の在り方を再設計（リデザイン）する＝西条市の

未来をつくる」とした。基本的な施策を「市民サービスのＤＸ」「行政運営のＤＸ」「地域社会

のＤＸ」の三つの類型に分け、それぞれの推進項目を定めた。本戦略に基づき各部署で取組を進

めているほか、庁内横断的な取組が必要なものについては、課題ごとにプロジェクトチームを設

置して検討を進めている。また、全庁的なＤＸ推進の理解形成及び施策推進につなげるため、各

種研修やＤＸ人材育成施策等を実施している。それぞれの取組を進めるに当たっては、全庁的な
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組織として西条市ＤＸ推進本部を設置したほか、外部のデジタル専門人材の知見も活用している。

2025（令和７）年３月には、対象期間の終了に伴い本戦略の改定を行った。

２　電子申請への取組

2003（平成15）年に県と県内全市町によって設立された愛媛県電子自治体推進協議会は、同年

度中に「電子申請等共同運営システム構築に関する基本計画書」を策定し、2004（平成16）年度

には「電子申請等共同運営システム構築に関する詳細設計書」を作成した。これを受けて電子申

請受付システムの構築に取り組み、2006（平成18）年４月から県・市町共同電子申請システムの

運用を開始した。対象となったのは、住民票の写し等の交付申請、納税証明など税関係の交付申

請、印鑑登録証明関係、上下水道使用届関係、総合健診申込関係、口座振替依頼書の関係、保育

所・幼稚園の入所等の申込書など22種類の手続きである。同年６月から本市でも運用を開始し

た。しかし、利用の低迷により2010（平成22）年10月31日をもって運用を終了した。

2010（平成22）年12月20日からは、地方税ポータルシステム「ｅＬＴＡＸ（エルタックス）」

を利用した、インターネットによる市税の電子申告などのサービスを開始した。

その後、マイナンバー制度がスタートしてからは、国が運営するマイナポータルの電子申請シ

ステム「ぴったりサービス」により、児童手当の認定請求などの手続きがオンラインでできるよ

うになっている。

2023（令和５）年４月からは、様々なオンライン手続きに活用できる汎用的なツール「ＬｏＧ

ｏフォーム」の正式運用を開始した。ＬｏＧｏフォームは自治体専用の電子申請ツールであり、

即時データ集計等の機能に加え、行政サービスのオンライン化に特化した機能を備えているほ

か、総合行政ネットワークＬＧＷＡＮでの接続が可能なため、セキュリティ面でのメリットもあ

る。既に各種イベントの申し込みやアンケートをはじめ、様々な申請や手続きに活用しており、

2025（令和７）年２月19日現在で103の部署等にアカウントを付与し、ＬｏＧｏフォームを使っ

て作成したフォーム数は1,371件、フォームからの回答数は14万9,939件となっている。

３　窓口改革への取組、おくやみ窓口の設置

前述の西条市ＤＸ推進戦略では、窓口業務の改革について「行かない窓口、書かない窓口、待

たない窓口」の実現を目指すとしている。具体的な取組としては、国の「ぴったりサービス」

や、汎用的な電子申請システムであるＬｏＧｏフォーム等を活用し、オンラインでできる手続き

の拡大を進めている。

また、2023（令和５）年４月から、本庁でのおくやみ窓口の正式運用を開始した。家族を亡く

した遺族は、保険、年金、税金など多岐にわたる手続きを、それぞれの担当課で別々に行わなけ

ればならなかった。こうした負担を軽減するため、市役所本庁１階に「おくやみ窓口」を設けた

ものである。同窓口では、事前に予約の電話を受けたときの情報等を担当課に連携して必要な手

続きを確認し、氏名や住所等を記載した書類を事前に準備するようにした。2024（令和６）年４

月からは、西部支所にもおくやみ窓口を設置した。

同様に、出生時においても出生届、住民異動届、児童手当など多種類の手続きが必要であった
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ため、2024（令和６）年２月から、タブレット端末を活用したシステムにより、申請者ごとに必

要な手続きを判別し、必要事項が印字された複数手続きの申請書を一括作成するサービスを開始

した。

１　ＬＧＷＡＮシステムの構築、運用

ＬＧＷＡＮ（総合行政ネットワークシステム）は、地方公共団体の組織内ネットワーク（庁内

ＬＡＮ）を相互に接続し、地方公共団体相互のコミュニケーションの円滑化、情報の共有による

情報の高度利用等を図ることにより、各地方公共団体と国の各府省等との間の情報交換手段の確

保のための基盤とすることを目的とした、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワー

ク（インターネットから切り離された閉域ネットワーク）である。2003（平成15）年度から各市

町で利用している。現在では国の機関や他の地方公共団体などとの情報連携に利用される等、行

政運営に無くてはならないものとなっている。

２　ＧＩＳシステムの構築、運用

本市では、合併当初から固定資産税関係の地籍図や消防の通信指令システム等でＧＩＳを利用

していた。2007（平成19）年度からは、統合型ＧＩＳの導入に関する調査研究を庁内で始め、同

年度に統合型ＧＩＳ導入基本計画を策定した。

2008（平成20）年度から翌年度にかけては、その基礎となる共用基盤地図データとして都市計

画図のデジタル方式での整備を進めた。また、2006（平成18）年度に撮影した航空写真データを

利用し都市計画区域についてデジタル化を行った。

2009（平成21）年度には全職員が利用するＷｅｂ-ＧＩＳシステムを導入した。このシステム

によって地図情報の共有化を図り、各課等が紙ベースで管理していた情報を入力することで、継

続的かつ効率的、横断的な地図情報の活用を図っている。

その後、2024（令和６）年度からＬＧＷＡＮ－ＡＳＰへ移行している。

３　教育系システムの構築、運用

本市では、合併当初からＥＳｎｅｔ（愛媛スクールネット）システムを接続している。県下の

小、中、高、中等教育、特別支援学校をネットワークで結び、インターネットを情報の収集、情

報の発信の手段として学習活動に活用することのできる愛媛県の教育専用ネットワークである。

2011（平成23）年度には、市内全小・中学校に校内ＬＡＮを整備し、2015～2016（平成27～

28）年度には全小・中学校の普通教室や特別支援教室等に、電子黒板及び指導者用デジタル教科

書を整備した。2018（平成30）年度からは、ＩＣＴ教育推進スマートスクール実証事業を実施し

た。2019（令和元）年度からは、ＧＩＧＡスクール構想に基づいて全小・中学生及び教員にタブ

レット端末を配備するとともに、各教室の無線ＬＡＮ化、協働学習支援のオンラインシステム

「スクールタクト」及び個別学習支援のオンラインシステム「ｅライブラリアドバンス」の導入

を行った。
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また、ＩＣＴ機器によるＷｅｂ会議システムの活用も早くから取り組んだ。2015（平成27）年

度には、田滝小学校、徳田小学校、田野小学校及び丹原小学校で遠隔合同授業の実証事業を、

2016（平成28）年12月１日には、楠河小学校と松野町の小学校３校で電子黒板によるＷｅｂ会議

システムなどを使った交流学習を行っている（詳細は、11編２章６節を参照）。

４　ペーパーレス会議システムの導入

本市における会議のペーパーレス化は、議会が先行的に取り組んだ。ペーパーレス会議システ

ムの導入により、紙資料の印刷・製本等に要していた労力・時間・経費が節減でき、省資源にも

つながること、また、執行機関から議会への情報提供・資料送付の電子化を促進することで情報

共有の迅速化が期待できることから、導入を目指すことになったものである。

2017（平成29）年２月に設置された議会活性化推進特別委員会において、議会ＩＣＴ推進の一

環として、タブレット端末の導入によるペーパーレス化の調査・研究に着手した。また、同年10

月にはタブレット議会をテーマとする議員研修会を開催した。2018（平成30）年１月には、ＩＣ

Ｔに詳しい７人の議員をメンバーとしたタブレット端末導入研究会を立ち上げ、調査・研究を開

始した。

その後、タブレット端末導入プロジェクトチーム等での検討結果を踏まえ、2020（令和２）年

３月にタブレット端末を導入し、同年６月から、紙資料との併用期間を設けながらペーパーレス

会議システムの運用を開始した。そして、2021（令和３）年３月から、議会関係資料を全て電子

化する完全ペーパーレスによる議会運営に移行した。

現在では、議員が本会議や委員会に出席する際はタブレット端末のみを携行し、議会関係資料

は全て端末から電子データを閲覧するようにしている。

５　ひかり電話の整備

ひかり電話は、インターネット接続サービスと合わせて利用することのできる、光ファイバを

使った電話サービスである。電話機も電話番号もそのままで、電話専用回線から切り替えること

ができる。本市では2018（平成30）年度から庁内に導入した。2024（令和６）年度からは音声録

音も開始している。

１　中川地区への光ファイバ網整備

光ファイバ網未整備地域となっていた丹原町中川地区に、光ファイバ網を整備するため、2020

（令和２）年度に「西条市光ファイバ網整備事業」を実施した。民設民営方式で整備を行う電気

通信事業者に対し、その整備費用について補助金を交付するもので、公募型プロポーザル方式で

事業者を募った結果、㈱ハートネットワークが選定された。
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２　ＣＡＴＶの導入

旧西条市では、2003（平成15）年１月に西条市テレトピア基本計画を策定し、国（総務省）の

新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業費補助金を活用して、㈱ハートネットワークのＣＡＴＶ

網の整備地に対して助成を行った。合併以降も整備地区の拡大に対して助成を行った。

同社が運営するケーブルテレビ「ハートＴＶ」のサービス提供エリアは、玉津、飯岡、西条、

神拝、大町、神戸、橘、氷見、周布、吉井、多賀、壬生川（一部）、庄内（鳴）、中川、石根地

区となっている。

また、2008（平成20）年３月末時点での市内ケーブルテレビ加入数は、1,709世帯だったが、

提供エリアの拡大もあって2024（令和６）年３月末時点での加入数は3,067世帯と1.79倍に増え

ている。

３　地域ＷｉＭＡＸの導入

地域ＷｉＭＡＸ（ワイマックス）は、デジタルデバイドの解消や地域の公共の福祉の増進に寄

与することを目的として導入された2.5ＧＨｚ帯の周波数（2,575～2,595ＭＨｚ）の電波を用い

た電気通信業務の無線システムである。

本市では㈱ハートネットワークの協力を得て、2009（平成21）年度から地域ＷｉＭＡＸの利用

促進に乗り出した。同年度は玉津、西条、神拝、大町、神戸、周布、吉井、多賀、壬生川、国

安、吉岡、楠河、三芳、中川の各地区でサービスの提供が始まり、465世帯が加入した。

しかし、その後、加入数の減少が続いたため2017（平成29）年度でサービス提供を終了した。

４　公衆無線ＬＡＮの構築、運用

(1) えひめＦｒｅｅＷｉ－Ｆｉ

本市は、愛媛県・市町連携推進プランに基づき、2017（平成29）年のえひめ国体などにおける

内外からの来訪者に対応すべく、公衆無線ＬＡＮ環境を整備した。

その後、観光客や地域住民が無料でＷｉ-Ｆｉを利用できるよう、産学官で構成する愛媛県公

衆無線ＬＡＮ推進協議会で推進している「えひめＦｒｅｅＷｉ-Ｆｉプロジェクト」に参加し、

Ｗｉ-Ｆｉスポットを設置することで利用者が無料で利用できる環境を整備した。

本市においても、各公共施設でえひめＦｒｅｅＷｉ-Ｆｉが利用できるほか、大型商業施設や

フェリー乗り場など100か所以上の民間施設がＦｒｅｅＷｉ-Ｆｉスポットとなっている。

(2) 公民館ＦｒｅｅＷｉ-Ｆｉ

2021（令和３）年９月から、山間部の市之川公民館を除く市内28公民館に、西条市フリーＷｉ

-Ｆｉサービス“ＬＯＶＥＳＡＩＪＯ Ｗｉ-Ｆｉ”を導入した。新型コロナウイルス感染症対策

の一環で実施した事業であるが、インターネットの活用による地域自治組織活動の活性化にもつ

ながることが期待されている。設置事業者は㈱ハートネットワークである。

第２編　行財政 第 11 章　情報化

— １６４ —



１　耐震改修に関する施策

耐震改修促進法に基づき、国において公共建築物の耐震化の促進を基本方針とする「建築物の

耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」が2006（平成18）年１月に策定された。

これを受け、愛媛県において愛媛県耐震改修促進計画が2007（平成19）年３月に策定された。

本市においても、市内の住宅や公共建築物の耐震化を促進するため、県の計画に基づいて西条

市耐震改修促進計画を2008（平成20）年３月に策定し、「市が管理する施設について、早期の安

全性確保が必要との観点から、（主要な部分の補強を優先的に行ったうえで）耐震性の確保に努

める」とした。同計画は2014（平成26）年11月における西条市地域防災計画の修正などに伴い、

2022（令和４）年度末までに６回の改定を行っている。

耐震化については、耐震改修促進計画に先立って策定した「西条市耐震改修に係る基本方針」

に基づき、2008（平成20）年度から次の条件に当てはまる建物から優先的に行ってきた。

①　耐震改修促進法により、特に耐震改修に取り組むべき建物として指定された「特定建

　　　築物」

②　災害時の応急・復旧対策の拠点となる建物

③　災害時、避難が難しい要援護者が利用する建物

④　災害発生後、避難者の受入れ施設となる建物（避難所）

耐震化を進めるに当たって、ＳＲＦ工法＊1を採用した。同方針に基づく公共施設の耐震化状

況（小中学校・幼稚園・公民館を除く）は図表２-12-１のとおりである。

また、2024（令和６）年度末における公共施設の耐震化状況は、図表２-12-２のとおりである。

新耐震基準は1981（昭和56）年６月に施行され、この基準の建物は震度６強程度の大規模地震

に際しても、構造体に損傷が生じても倒壊することなく、人命に被害が出ないようにすることを

基本に設計されている。新耐震基準の建物に耐震改修された建物を加えた本市の耐震化率は

89.89％で、全国水準の94.2％を下回っている。なお、本市の学校校舎・体育館の耐震工事は

2015（平成27）年度に完了している。

第12章　公共・公用施設

第１節　公共施設の耐震改修
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図表２-12-１　西条市耐震改修に係る基本方針に基づく公共施設の耐震化状況
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図表２-12-２　公共施設の耐震化状況

２　市庁舎本館

市庁舎本館は、2013（平成25）年に改正された耐震改修促進法において耐震診断が義務付けら

れた要緊急安全確認大規模建築物に該当したことから、2014（平成26）年に一般財団法人日本建

築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める第２次診断法

（2009年版）の検査を実施し、これを受けて2014（平成26）年12月から翌年９月まで、ＳＲＦ工

法による耐震及び内装、外壁屋上防水などの改修工事を行った。各支所も後述のとおり「総合支

所庁舎耐震改修事業」により、既に耐震改修を終えていたため、本市の庁舎は100％耐震性が確

保されることになった。

３　総合支所庁舎耐震改修事業

市民生活に密着した総合支所は、地域防災の拠点としての役割も持っている。地域の特性を生

かした振興施策の展開と、地域防災の拠点としてより一層の活用を図るため、2013（平成25）年

に東予、丹原、小松の各総合支所の耐震改修を行った。同年１月から５月にかけて耐震診断を行

い、12月末までに各総合支所のＳＲＦ工法による耐震改修工事を完了した。
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１　市有建物のアスベスト調査

2005（平成17）年７月に施行された「石綿障害予防規則」に基づき、同年同月から2006（平成

18）年２月まで、市が所有する公共施設や学校に対してアスベスト（石綿）対策を実施した。

1996（平成８）年以前に完成した非木造建物を対象に、飛散性アスベスト含有建材の使用の有

無とアスベスト飛散の有無に関して調査した。まず目視調査をし、含有のおそれがあるものにつ

いてＸ線回折法、分散染色分析法、走査型電子顕微鏡法によって成分分析を行い、人の出入りの

ある所などについては空気環境測定も実施した。

その結果、調査対象1,163棟のうち38棟の成分分析で、５棟にアスベスト含有建材の使用が認

められたため、順次除去工事を行った。また、２か所で空気中の飛散が認められたため、除去作

業を行った。

アスベスト含有建材の使用が認められた建物及び空気中への飛散が認められた建物と処理状況

は、図表２-12-３のとおりである。2014（平成26）年５～７月の市庁舎の別館解体工事に当たっ

ても、アスベスト撤去作業を行った。

民間の建物についても、建築物のアスベスト含有調査費用の補助を行う「西条市民間建築物ア

スベスト対策事業費補助金」の交付を2011（平成23）年度から始めた。対象となるのは市内にあ

るアスベストやアスベスト含有の可能性のあるロックウール等の吹き付けを行っている建物で、

上限額15万円でアスベスト含有調査に要する経費の補助を行っている。

アスベスト含有建材の使用が認められた建物及び空気中への飛散が認められた建物と処理状況

は図表２-12-３のとおりである。

図表２-12-３　アスベスト含有建材の使用が認められた建物及び空気中への飛散が認め

られた建物と処理状況
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２　ブロック塀等安全対策

2018（平成30）年６月18日に、最大震度６弱の大阪府北部地震が発生した。この地震により、

大阪府高槻市で登校途中の小学生が倒壊したブロック塀の下敷きになって死亡した。これを受け

て、本市では教育施設のほか庁舎、観光施設、市営住宅、保育所、福祉施設、病院、集会所、消

防施設、公衆便所など市長部局所管の公共公用施設64施設について、同年６月19日から29日にか

けて85か所のブロック塀の緊急点検を実施し、人的被害を及ぼす可能性がある危険部分の撤去を

行うとともに、ブロック塀を撤去した箇所に新たに安全なフェンスを設置した。

精密点検が必要なブロック塀については、2019（令和元）年度までに検査を行っており、それ

に応じて対策が必要な個所については転倒防止対策を講じた。

また、巨大地震等からブロック塀等の倒壊被害や緊急時の通行障害を防ぐため、危険な民間ブ

ロック塀等について安全対策を行う所有者等に対し、2019（令和元）年度から工事費用の一部を

支援する「西条市ブロック塀等安全対策事業費補助金」の交付を開始した（９編６章５節を参

照、教育施設のブロック塀等安全対策は、11編２章３節で記載）。

３　ＡＥＤ設置

2004（平成16）年７月に、医療従事者以外に許されていなかったＡＥＤ（自動体外式除細動

器）の使用が、一般人にも認められるようになった。

本市では2006（平成18）年度から年次整備計画に基づき、全ての小中学校をはじめとする公共

施設にＡＥＤの設置を進めた。

2011（平成23）年12月からは「西条市ＡＥＤ設置施設公表制度」を施行した。この制度は、更

なる救命率の向上を図るため、市民にＡＥＤ設置施設を公表・周知し、施設周辺で救命処置の必

要な事態が発生した時に使用できる環境を整備することが目的である。

2015（平成27）年1月から、児童・生徒だけでなく学校利用者全ての方が迅速に対応できるよ

う、小中学校のＡＥＤ設置場所を屋内から屋外に変更するなど、設置場所等を検討しＡＥＤを設

置するとともに、民間事業所等の施設の登録を行っている。登録施設は「ＡＥＤ設置施設表示

証」を掲示しており、市のホームページでも設置場所を掲載している（10編１章３節参照）。
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１　新庁舎整備の経緯

2004（平成16）年１月に策定された新市建設計画では、合併後の庁舎について次のように記し

ている。「効率的な行政を具体化するため、中枢行政機構を備えた新庁舎を建設することとしま

す。これと同時に、旧庁舎等の有効利用や行政事務の電子化、情報ネットワークの整備などを進

め、住民サービスの低下を招かないように十分配慮します」。

また、同年２月29日の合併調印式では、新庁舎に関して「10年以内に、合併前の西条市内で、

現在の西条市役所より西の地域で、主要幹線沿線に適地を求めて建設する」旨の協定を交した。

2006（平成18）年３月22日には西条市議会が「行政改革調査特別委員会」を設置（～平成21年

４月23日）し、新庁舎建設に関しても調査・研究を始めた。合併協議の結果を尊重しつつも、財

政状況や市民の利便性を勘案し、その必要性・規模・建設場所・建設時期等について総合的に調

査・研究し、必要性に応じて見直しを行うことが設置の趣旨である。新庁舎の問題のほか、議員

定数や任期などに関しても討議を行っている。

2009（平成21）年12月18日には西条市議会が「新庁舎問題調査特別委員会」を設置（～平成25

年１月17日）した。合併特例債の期限を５年後（当時）に控え、今後の社会経済情勢、財政状況

や市民の利便性を勘案しながら、現庁舎のありようも含め、関連する諸問題について慎重かつ総

合的に調査・研究を行っていくことが設立趣旨である。2010（平成22）年12月には同委員会が中

間報告を発表し、用地取得の難しさ、建設費の財政負担などの理由から、「10年以内に現庁舎よ

り西の地域に新庁舎を建設するという合併時の方針を見送るべき」と表明した。これを受けて、

2011（平成23）年１月から市内各地区の地域審議会で新庁舎問題に関する本市の方針案を説明

し、意見の聴取を実施した。

2011（平成23）年度の施政方針において、伊藤宏太郎市長は「新庁舎問題調査特別委員会での

検討結果等から総合的に判断し、行政事務の本庁方式への移行を目指した庁舎整備に着手しま

す」と現行の庁舎を利用した新庁舎増築による本庁方式の採用を表明した。現行の本庁舎本館は

耐震改修などを行い、別館を解体して、不足部分を本館北側駐車場に増築しようとする建設案で

ある。西条市庁舎整備基金を設置するとともに、概算事業費として約39億円を見込み、同年度当

初予算に庁舎建設関係予算を計上し、年度内に庁舎整備事業実施設計、敷地測量、地質調査の業

務委託を行った。

2012（平成24）年６月には新庁舎問題調査特別委員会へ新館の設計上のコンセプト、整備スケ

ジュール、工事の発注方式などの調査計画を示した。

同年７～８月に各地区の地域審議会などで事業説明を実施し、９月24日には新館の建設工事

（建築主体、電気設備、機械設備）に着手し、10月20日に起工した。

11月18日に任期満了に伴う西条市長選挙が行われ、元県議会議員・東予市長の青野勝氏が当選

を果たした。選挙戦で新庁舎建設見直しを掲げていた青野新市長は新庁舎の工事停止を表明し建

設は中断した。しかし、青野市長が初招集した定例会の初日（12月11日）に建設工事続行の姿勢

を明らかにし、建設を再開し、2014（平成26）年３月に新庁舎（新館）が竣工した。
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新館は、本館と渡り廊下で結ばれており、同年３月中に順次執務室の移転を行い、完了した部

署から執務に入った。同年４月からは別館を閉鎖し、順次別館の解体作業、本館や議場の改修、

駐車場の整備工事などを進めていった。同月から庁舎建物内が全面禁煙になったため、１階外に

喫煙場所を設置した。

＜新庁舎概要＞

庁舎関連予算は図表２-12-４のとおりである。

図表２-12-４　庁舎関連予算

２　西条市新庁舎建設プロジェクト省ＣＯ２推進事業

本市は新庁舎整備に当たって、「環境に優しく周辺環境と調和した庁舎」を基本方針の一つに

掲げた。水、太陽光、風、木材の自然エネルギーを利用し、省エネ・省ＣＯ２を実現する環境型

庁舎を設計コンセプトとし、建築物総合環境性能評価システム（ＣＡＳＢＥＥ）の評価水準Ａラ

ンクを目指して設計を進めた。

国土交通省は、地球温暖化対策として、住宅や建築物における省ＣＯ２対策を強力に推進する

優れた建設事業を、リーディングプロジェクトとして採択し、その整備費などの一部に対し、補

助し支援を行う「住宅・建築物省ＣＯ２先導事業」を行っている。本市も市及び設計事務所によ

るプロジェクトを発足させてこの事業に応募し、独立行政法人（現・国立研究開発法人）建築研

究所の評価結果を踏まえて、2012（平成24）年７月に採択を受けた。
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図表２-12-５　新庁舎の省CO2技術・BCPシステム
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３　新庁舎建設に伴う各種整備

新庁舎の建設に伴い、2014（平成26）年度から2017（平成29）年度にかけて、次のような整

備・改修を行った。

①　本庁駐車場整備…仮設駐輪場設置、優先駐車場雨除け上屋等整備、庁舎駐車場整備

②　別館解体…アスベスト撤去、既存建物撤去

③　議場改修…改修、音響システム整備、電気設備

④　本館改修…機械設備、電気設備改修、耐震・内装・外壁屋上防水等、５階大会議室空調

　　　設備改修、地下高圧設備更新、大会議室塗装
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４　支所とサービスセンターの整備

本市では業務の見直しを行い、2022（令和４）年８月から東予総合支所を西部支所とし、丹原

及び小松総合支所は、それぞれ丹原サービスセンター、小松サービスセンターに移行した。これ

に伴い、西部支所と各サービスセンターの整備を行った。

１　公共施設等再編整備計画

本市は２市２町の合併により誕生したが、これにより本市が所有する公共建築物の数は増え、

機能的に重複した施設が複数存在することになり、施設自体も経年劣化により老朽化が進んでい

る。長期的に考えて人口減少などにより厳しい財政状況が見込まれる中、固定費ともいえる公共

建築物の更新費用を適正な水準に抑えていくことが喫緊の課題となっていた。こうした状況を踏

まえ、本市は長期的な視点を持って公共施設等の適正配置と有効活用及び財政負担の軽減・平準

化を図っていくため、2017（平成29）年３月に「公共施設等総合管理計画」（令和５年改定）を

策定し、公共施設再編整備のための取組を始めた。

本計画は、庁舎、学校、公共建築物715施設（約1,900棟）と、道路、橋りょう、上水道、下水

道等のインフラ資産を対象としている。公共建築物のうち、普通会計に該当する1,825棟の延床

面積は約52.3万㎡（平成27年度末現在）で、市民一人当たり床面積は4.68㎡と全国平均3.22㎡の

約1.5倍となっている。

建物の内訳は学校施設が約33％を占め、公営住宅の約18％、集会施設の約９％が続いている。

これらの施設で全体の約60％にのぼり、施設総量の適正化や統廃合等の対策を考える場合の優先

候補であると考えられる。築年数で見ると30年以上の建物の延床面積が約55％を占めている。

老朽化が進む中、施設を維持するには膨大な更新費用が必要となる。現在保有する施設につい

て、今後40年間の更新費用を推計すると、2,327億円（年平均58.2億円）に上ると試算されてい

る。本市の普通建設事業費（土木費を除く）は年平均34.6億円であり、この支出水準を今後40年

間維持するとしても、年間当たり約23.6億円が不足することになる。これまで合併特例債を活用

して庁舎整備や学校の耐震化等を進めてきたが、2024（令和６）年度で適用期間が終了するた

め、今後は更に予算が制限されることになる。

建築後30年以上経過する公共建築物の更新が迫っていること、公共建築物の耐用年数を勘案し

て中長期的な取組を明確にする必要があることから、本計画の計画期間は公共建築物の更新費用

試算期間と同様の40年間（平成29～令和38年度）とした。

施設の再編により、公共建築物の整備や維持管理を効率よく行い、健全で持続可能な施設運営

を推進し、財政的な効果を生み出すことにとどまらず、複合化等によるサービスの相乗効果や官

民連携による新たなサービスの創出にも寄与することが本計画の目標である。

本計画の具体的なマネジメント指標（ＫＰＩ：数値目標）は、「今後40年間で公共建築物の延

床面積を20％削減させる」ことと設定した。将来的な人口推移に鑑み、10年毎に計画期間を設定

し、第１期計画期間の削減目標を「西条市個別施設計画」（第１期計画）により定めた。
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２　個別施設計画

西条市個別施設計画（第１期計画）を2021（令和３）年６月に策定した。

第１期計画の期間は2026（令和８）年度までで、公共建築物の保有量を3.89％（2.0万㎡）削

減することが目標である。総合管理計画策定時である2016（平成28）年度の施設保有量が基準と

なり、2026（令和８）年度末の目標保有量は約50.3万㎡である。

同計画では各公共施設について、簡易評価を行い、「２視点６項目12指標」による評価によ

り、公共施設の再編と長寿命化の方針を検討し、次の四つの方向性に分けて検討を加えた。

また、用途廃止の施設のうち、建物状態や利用状況から早期に着手することが必要であると判

断したもの及び利用検討、更新検討、維持継続の施設のうち、既に施設再編を検討しているもの

を中心に、順次、施設再編、長寿命化、効率管理の三つの方針（検討の方向性）により対応して

いくこととしている。

３　再編整備の状況

公共施設再編整備のＫＰＩに対する進捗は、2024（令和６）年度末時点で延床面積約51万

8,890㎡、率にして0.77％の減少という状況である。

西条市個別施設計画（第１期計画）策定後、新たな施設の建設や建替えによる面積の増加が

あったため、2026（令和８）年度までの削減目標である3.89％には大きな乖離があるが、40年間

での公共建築物の床面積削減目標20％に向け、引き続き公共施設マネジメントの推進を図って

いく。

図表２-12-６　延べ床面積の増減率
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１　地域指定の状況

(1) 振興山村

山村振興法は、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全等に重要な役割を担っている山村

の経済力の培養と住民の福祉の向上等を図る目的で制定された時限法で、同法に基づいて、振興

山村が指定されており、その指定は合併前から引き継いでいる。

現在、本市で振興山村に指定されている地域は、次のとおりである。

・旧西条市…旧大保木村、旧加茂村（指定番号＝第1211号、昭和47年指定）

・旧丹原町…旧桜樹村（指定番号＝第1215号、昭和47年指定）

・旧小松町…旧千足山村（指定番号＝第1214号、昭和47年指定）

本市では、合併前の丹原町において策定していた山村振興計画を引き継ぎ、これに基づき地区

内の集落道整備等を行った。

・相之谷高月集落道整備（丹原町臼坂地区、～平成19年度、辺地対策事業債を活用して実施）

2024（令和６）年12月には、山村振興計画を策定している。

なお、山村振興法の期限については、2015（平成27）年４月及び2025（令和７）年３月に改正

され、2035（令和17）年度末まで延長されている。

(2) 特定農山村地域（中山間地域）

特定農山村法に基づいて、中山間地域が指定されており、合併前からの指定を引き継いでいる。

現在、本市で中山間地域に指定されている地域は以下のとおりで、基盤整備の促進や中山間地

域等直接支払制度の実施を通じて活性化を図っている。

・旧西条市…旧大保木村、旧加茂村、旧大生院村の一部

・旧東予市…旧庄内村

・旧丹原町…旧中川村、旧桜樹村の一部

・旧小松町…全域

(3) 農業振興地域

農業振興地域については、合併前に策定した農業振興地域整備計画を引き継ぐとともに、2012

（平成24）年４月に市内全域を対象とした計画の変更を行い、農用地区域の設定及びその他区域

内にある土地の農業上の用途区分を定め、優良農地の確保と農業振興に取り組んでいる。本市に

おける農業振興地域の分布は、図表２-13-１のとおりである。

第13章　地域指定
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東予地域

丹原地域

小松地域

西条地域

東予地域

丹原地域

小松地域

西条地域

図表２-13-１　農業振興地域の分布図

(4) 国定公園・国立公園

石鎚国定公園は、石鎚山を主峰とする石鎚山脈の一部区域として、1955（昭和30）年11月１日

に指定された。指定区域の大部分は愛媛県が占めているが、一部高知県も含む。また、面河渓も

同国定公園に含まれている。

本市における指定区域は旧西条市と旧小松町にまたがっており、合併に伴い、愛媛県側の指定

区域は本市と久万高原町に位置することとなった。

2015（平成27）年に国定公園指定60周年を迎え、各種記念事業を行っている。

(5) 辺地

本市の辺地に該当する地域は、合併時に６か所（大保木、加茂南、鳴、黒谷、千原、明河）が

存在していたが、その後、地域の情勢変化等により要件を満たさなくなり、現在は明河地域のみ

が指定されている。

合併後の辺地総合整備計画については、これまで図表２-13-２のとおり策定や変更が行われて

おり、2021（令和３）年度に明河地域の計画期間終了後は、新たな計画を策定していない。

辺地総合整備計画に基づき集落道や林道、共聴施設などを整備している。
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図表２-13-２　辺地総合整備計画の推移

辺地総合整備計画による主な整備事業は次のとおりである。

①　林道余野線開設（明河辺地、～平成18年度）

②　相之谷高月集落道整備（千原辺地、～平成19年度、山村振興対策事業として整備）

③　林道峰下影線開設（明河辺地、～令和２年度）

④　林道今宮線、天川寺線開設（大保木辺地、平成19～24年度）

⑤　上の原地区共聴施設整備（大保木辺地、平成20年度）

(6) 都市計画区域

愛媛県の東予広域都市計画区域は、合併により新居浜市と西条市の２市に集約され、また、同

時期に区域区分（線引き）も廃止されたことから、2009（平成21）年1月に新居浜都市計画区域

と西条都市計画区域に分割された。

西条都市計画区域は区域面積１万7,754haの地域で、都市計画区域人口は11万31人（平成28年

４月１日現在）となっており、2017（平成29）年４月に西条都市計画区域マスタープランを変更

している（詳細は、９編１章１節）。
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資料：愛媛県　西条都市計画区域マスタープラン（平成29年４月）

図表２-13-３　西条都市計画区域マスタープラン図
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